
午前１０時１分 開議

○議長（成田政彦君） おはようございます。ただ

いまから平成１５年第２回泉南市議会定例会継続

会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において８番 奥和田好吉君、９

番 谷 外嗣君の両君を指名いたします。

次に、前回の議事を継続し、日程第２、議案第

８号 平成１５年度大阪府泉南市一般会計補正予

算（第２号）についてを議題とし、質疑を続行い

たします。

昨日は、和気議員の質疑の途中において延会と

なりましたので、引き続いて和気議員の質疑を続

行いたします。和気議員。

○１９番（和気 豊君） 答弁漏れがあるので、御

配慮いただきたいと思うんですが。指摘いたしま

しょうか。

○議長（成田政彦君） 指摘してください。

○１９番（和気 豊君） それじゃ、１回目の質問

で答弁が不十分だったということで、１回目の質

問に関連をして私の方から再度指摘をするという

ことで、議長の命によりまして答弁漏れの部分を

指摘して、１回目のきっちりした御答弁をいただ

きたいと、こういうふうに思います。

１つは、東洋クロスの買収の問題で、私は……

○議長（成田政彦君） 簡単にお願いしますよ。

○１９番（和気 豊君） はい、はい――の問題で

す。それじゃ、もうそちらにお願いをいたします。

それから、もう１つは、３年から５年で改築を

していくという、そのことによっていわゆる償却

資産に影響は出ないんだと。これは倉敷の例によ

ってそうなってるんだということなんですが、と

ころがわからないというふうに冒頭言われるんで、

その辺の答弁の整合性です。

以上です。

○議長（成田政彦君） 土井都市整備部参事。

○都市整備部参事（土井 聡君） 今の御質問は、
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建物の償却資産、再質できのうの質問は、耐用年

数を過ぎたものについてはどれだけの残存価値が

あるかといったような御質問だと思いますけども、

個別個別の建物を具体的にお答えするのはちょっ

と難しいんですけど、一般論としてお答えさして

いただきますと、建物の耐用年数が過ぎて、それ

を経過してしまうと、推定建築費、今現在の価格

で新しく建物が建った場合幾らかかるかというの

を算出しまして、耐用年数が過ぎた場合は２０％

の額まで下落するということでございます。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 金田総務部次長。

○総務部次長（金田俊二君） 償却資産についての

件でございますが、償却資産につきましては施設

内の器具、器械の種類等未確定部分が多い状況で

ございますので、それぞれの耐用年数から減価率

をもとに試算することは困難でございます。した

がいまして、倉敷市よりイオン倉敷ショッピング

センターに対する償却資産や試算方法をお聞きし

てまいりました。それらを参考にるる検討して、

うちの方で推計したということでございます。

それと、今回のイオンの計画、泉南での計画は

全国で最大規模でございまして、イオン倉敷より

もかなり大きいございますので、当然ふえるかと

思うんですけども、その点につきましては、倉敷

ショッピングセンターに近い額と見込んでござい

ます。

それに加えまして、イオン倉敷は平成１１年度

に開店したわけでございますが、平成１４年度分

を参考にさしていただいておりますので、その分

についても若干の余裕があると。それに加えまし

て、イオンモールからは３年から５年のスパンで

改修及び増設を考えているとお聞きしております

ので、今の段階では増設はいつするということは

わかりませんが、一定の効果が期待されるもので

はないかと考えておるところでございますので、

よろしく御理解賜りたいと思います。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 和気議員。２回目の質疑か

らお願いします。

○１９番（和気 豊君） それじゃ、１回目の質疑

応答が終わりましたので、２回目の質問をしてい



きたいと思います。

まず、覚書のことなんですが、やはり私は市長

がいろいろ反省の弁を冒頭お述べになったんです

が、昨日ね。しかし、この覚書にかかわって、私

は議会に事前にやはりこういう覚書を交わしたい

んだと、こういうことでなぜお諮りになれなかっ

たのかと、このことについてはやはり疑問なんで

すよ。

例えば、過去、大阪府に対して、とりわけ空港

問題に関連して何回か要望書を出しているわけで

すが、済生会泉南病院の高度救命化とか、あるい

はこれは賛否は別にいたしまして、土取り問題等

で何回か要望を出してる。これは、いわゆる単独

で市が出された場合もありますし、それからよく

事前に議会と練り上げながら、議長、空対委員長、

そういう三者連名で、もちろん市長もお入りにな

って要望を出すと、こういうふうないわば議会の

意思を尊重しながらやってこられたと、こういう

経過が厳然とした事実として残っているわけです

ね。これは御案内のとおりだというふうに思いま

す。

そういう点で、私、今回なぜこれだけ重要な、

このことが財政に――普通の財政状況であればま

た別なんですが、大阪府から健全化計画を押しつ

けられてるような大変な財政事態の中で、なぜこ

の６５億、３０数億の借金にかかわるこれだけの

事業について、財政への影響が起こったときにど

うなるのかというこの重要な覚書ですね。これに

ついて、本当に議会の意思を問われなかったとい

うのは、私は返す返すもこれは残念だし、果たし

てこういうことが許されるのかと、地方自治法上

ね。

ほんとに微細なと言うとちょっと語弊がありま

すけれど、ほんとにわずかな事項でも専決をされ

ると事後報告等もある。これだけ重要な問題で私

は事前の了解をおとりにならなかったと、こうい

うふうに思うんです。そのことについて、もう一

度市長にこの点に限ってひとつ、今後のあり方に

ついても含めて聞きたいというのと、地方自治法

上こういうことが許されるのかどうかということ

についても、原点にかかわる問題ですので、ひと

つお示しをいただきたいと、こういうふうに思い
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ます。

それと、この中に特段の配慮というのがあるわ

けですが、この配慮が具体的に生かされて、３月

段階の１．５％が５月には１．０％になって、これで

いわゆる返済利子はいくんだと、これが特段の配

慮なんだと、こういうふうに言われてるんですが、

私、ちょっと長期プライムレート、いわゆる企業

向けの最優遇貸出金利ですね。これを見てますと、

いわゆる長期プライムレートが１．５から１．０に下

がっただけであって、これを取り扱いにしますよ

と。別に特段の配慮だというふうには思わないん

ですよ。金融業界の金利、長期プライムレートが

変わったから、大阪府もこれに変わっただけであ

りましてね。

逆に言えば、きょうの新聞記事等、各紙が書い

ておりますが、この長期プライムレートが０．５％

引き上げられ、年１．６％にしたいと、こういう金

融機関の発表があるわけですね。さきのやつはあ

なたの勝手な、一方的な判断なんだと、長期プラ

イムレートとは関係ないと、大阪府の特段の配慮

なんだと、こういうふうに言われれば、長期プラ

イムレートが１．６になっても１．０という利子の返

済ですね、返済利率は変わらないのかどうか、こ

の辺についてお示しをいただきたいなと。特段の

配慮の中身です。

それから、こういうふうに私どもが聞かないと

わからないと、こういう覚書が果たして生きるの

かどうか、許されるのかどうか。ただし書きも何

もない、附則事項もない。そして、何か聞きます

と、いやこれは口頭でやりとりして、こういうお

答えをいただいてるんだと。文書は残りますけれ

ど、口頭でやりとりしてそういう約束を取りつけ

たんだと。いつの時代の話なんだと、だれとだれ

がやったんだと、こういうことを振り返ってみて

も証拠はないわけですから、言うた、言わんの話

になるわけですから、これはもっと親切な覚書に

私は変える必要があるんではないかというふうに

思うんですよ。

いやいや、今までのやつを否定するんじゃなく

て、さらに具体的にわかりやすいように。まして

や、これだけ市民の皆さんが関心をお持ちになっ

ている問題ですから、市民の皆さんの前に出して



もわかるような、そういうものをやはり取り交わ

すと。これは当たり前のことじゃないですか、市

民に開かれた行政と、こういうふうに言われるん

であれば。私はそういうふうに思います。

そういう点で、具体的な中身を補足、充実した

新たな覚書を交わされるという意思はないのかど

うか。当然、これは事前事項ですよ。終わってか

らの話じゃないですよ。今回の議決がされた後の

話じゃなくて、当然市民や議会の不安にこたえる

ためにも、事前にそういうことをやられる意思は

ないのかどうか。

今までの、先ほども言いましたけれども、済生

会泉南病院の高度救命化、土取りの問題、これな

んかは極めて具体的です。そして、具体的な回答

が出てきてるんです、大阪府からね。しかし、そ

れは文書で出てきてるんですよ。ところが、その

文書で出てきた回答さえ大阪府には守ってもらえ

なくて、ちょっと言葉には語弊あるかもわかりま

せんが、私は余り多く言葉を知りません、神田助

役のように。それで、煮え湯を飲まされてるよう

な結果になってるように、文書回答をちゃんとい

ただいてる分でもそういうふうな結果になってる

んですよ。

あなたより私は大阪府との関係、やりとりの関

係では長い。あんたまだ１年ちょっとでしょう。

あ、１年たってないんか。私はもう３０年間大阪

府とつき合いしてるんですよ。だまされ続け――

だまされ続けと言うたらあかん。だまされたこと

について悔しい思いをしたこともあるんです、具

体的なやりとりをしとってもね。

だから、私はそういう点では、よくこのことは

私以外の方もお述べになるんですが、やはり文書

でしっかりと交わしていただくと。これが今まで

の関係からも、我々望むのは当たり前のことじゃ

ないでしょうか。そういう点で、私はひとつお願

いをしたいというふうに思います。

そういうことで、ひとつ覚書の件について数点

お伺いをいたしましたが、最終的には覚書を再度

具体化して取り交わす意思がないのかどうか。こ

の点についてお聞かせをいただきたいと、こうい

うふうに思います。

それから、東洋クロスの問題で、過日来ここに
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対する道路計画決定の話が出まして、市長ね、６

１年に計画決定したと。それをずっと放置しとっ

て、やっと９年になって事業化決定やったんだと。

遅きに失してる嫌いもあるんだという意味のこと

を言われて、私はむしろ３０数年たって、市もま

だ未完の生活道路と位置づけられている砂川樫井

線なんかもあるやないかと。別に遅過ぎはしない

じゃないかというふうにちょっとやじらしていた

だいたんですが。

私、これ６１年の市長、この当時は市長さんは

稲留さんだったというふうに思うんですね。そし

て、都市計画課長はあなただったと。あなたが主

に事務的な提案をされた。このときは、議会はだ

れも都市計画審議会に入ってないんですよ。何か

そのときの長の意思で入ってないんですよ。そし

て、その場で決められてるんですね。そして、そ

のときはまだ議会は、この都市計画決定を打って

もええですよというような状況ではなかったんで

す。埋め立てそのものについての同意がなされた

のがいつですか。６１年の１１月でしょう。

まだどういうふうに埋め立てられるか、海のも

のとも山のものともわからないようなところへこ

の都市計画の線引きが、埋め立てが前提になって

埋立地の泉佐野田尻泉南線ですか、あそこまで引

かれた。こんな議会の意思を無視したうたなこと

は、私ないと思うんですよ。

その都市計画決定を前提に９年に事業決定やっ

たと、こういうふうな話はちょっと私振り返って

も、議会無視してやったことを当たり前だという

ふうに言われるこの市長の態度は、私やっぱり許

せないと、こういうふうに思うんです。あなたは

都市計画課長をやって、この辺のいきさつをよく

知ってはるわけやから、私はやっぱり許せないな

というふうに思うんですよ。

その辺は、私なぜこの問題にかかわってこうい

うことを引き合いに出すかといいますと、やっぱ

り事業決定するときに、私はできるだけ格安で市

の側からいえば買収をすると。これは当然のこと

だろうというふうに思うんです。そういうことで、

若干大阪側に移転した方が安くなるのかどうか、

そういうことも含めて私は事業決定をし、議会に

も一たん都市計画決定してるけれども、当初を振



り返れば若干の変更があってもいいということで、

私は安く市財政を考えれば当然のことだろうとい

うふうに思いますということで計画変更をむしろ

都計審に諮り、議会にも意思を問うと、こういう

ことがあってもしかるべきではなかったのかとい

うふうに思うんです。

先ほど答弁ありましたように、もう耐用年数過

ぎて――私、大正８年に建ったあの建物を想定し

て物を言ってるんですが、もう８０数年たってい

る建物ですね。これもそれを、そこの工場を、あ

るいは建物を撤去することによっての損失補償、

これを前提にして、新しく建てかえて営業が開始

されるように補償していかないかんと。

しかし、若干耐用年数の問題なんかも加味され

て、最低は２０％見るという話ですから、これも

どうなのかなというふうに思うんです。だから、

非常に相手側のあることですから、相手側もそら

言い分あるでしょうけれども、市の財政を考える

場合にはそういう買収方法だと、これは市長御存

じですね、こういう買収のあり方になってるとい

うことは。

だから、そういうことを知っておれば知ってる

だけ、市長はこの分野のオーソリティーですよ。

それならば、一番格安で行けるところへルート変

更を考えていくと。当初のあり方からしても、そ

の反省の上からも私はそうあるべきではなかった

のかと、こういうふうに思うんですが、ひとつ市

長のこの点での御見解をお聞かせいただきたいと

いうふうに思います。

私は、この点ではぜひ変更をありきだと。時間

をかけて、慌てずに変更しながら、徐々に進める

べきだと。もっと時間をかけるべきだと、こうい

うことで意見を求めて、私の意思を言って市長に

見解を求めたいと思います。

それから、あと金田さんからけさほどから補足

答弁をいただきましたが、やはりこの問題はせっ

かく倉敷に行かれたわけですから、倉敷でどの部

分が３年から５年で改築されて、いわゆる減価償

却は丸々１００％に近く入ってくるんだと、どの

部分はそうではないんだと、そういうことぐらい

は、調査に行かれたわけですから、これはやっぱ

り明らかにしていただきたい。
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今、架空のもので私、算定しろというふうに言

ってるんではないんですね。現に行かれたわけで

すから、現地ではどうだったのか。その割合ぐら

いは出していただきたい。せっかく行かれたわけ

ですから、市財政に影響を与えるということで、

商業対策の方はほとんど行かれずに、行政にかか

わる部分は調査は十分してこられた。市財政に与

える影響については十分調査をしてこられたと、

私はそういうふうに思いますから、その点はわか

らないということじゃなくて、架空のもので私、

論議、質問をしてるんではなくて、倉敷を例にと

ってあなたは答弁されたわけですから、それに基

づく答弁をしっかりしていただきたい。わからな

いというようなことは、これは私は許されないと

思いますよ。

それから、もう１つ、商業対策の問題なんです。

残念ながら、一番大事な、この建設にかかわって

後に影響を受ける地元業者の皆さんの調査につい

てはやっておられないということなんで、当然の

こととしてやられていない。倉敷でも伊丹でも商

業調査やってるんですよ、これね、商業への影響

を。そして、その調査結果を生かして、大店立地

法ではなくて、大店立地法以前の法の適用でひと

つ進出してきてほしいと、こういう物の言い方を

してるんですよ、これね。

十分に商調協に結集された業者の皆さんの意向

を聞くような従来のやり方で、地元業者を無視す

るようなやり方ではなくて、地元業者の皆さんの

意向を十分反映して出店してきてほしいと、こう

いうことを非常に地元商業に与える影響をかんが

みて、そういう立場で伊丹は物を言ってるわけで

すね。

だから、そういうことについて、私はこの出店

についてはいろいろ業者の中にも段階があると思

うんですね。出店を希望されたい業者、またそう

いう能力を兼ね備えておられる業者の皆さん。伊

丹では１５０分の１でしたけれど。それから、コ

バンザメ商法に期待を持っておられるような業者

の皆さん。しかし、出店なんてとんでもないと。

結局、じり貧になって営業が成り立たなくなる、

そういうのは待てないと、こういうふうに考えて

おられる業者の皆さん、いろいろあると思うんで



すね。

だからこそ、商業調査が必要なんです。具体的

に業者の皆さんの動向をつかんで、事前にその対

応策を明らかにする、こういうことが必要なんで

すね。私はそういうふうに思いますよ。よそはや

ってるんです。なぜ泉南市がやれないのか。こう

いうことについては、これはひとつはっきりさし

てほしいなというふうに思います。

そして、さらにその上に立って、伊丹では７割

近くが外から来る業者の皆さんだと。こういうこ

とで、そのいわゆる顧客をどう旧の市街地に導入

するかということで、新しい計画案をつくってい

るわけですね。これは神田助役も一緒に行かれま

したから、答弁の中でも御案内ありました。

私は、そういう点で商業調査をまずやった上で

この問題で結論を出すべきだと、こういうふうに

思いますが、この点について御意見を賜りたいと

いうふうに思います。

そして、あと貸付料のばらまきという問題が昨

日出されました。これは、私はやっぱりあっては

ならないことだろうというふうに思うんです。こ

の点では私、意見も述べながら質問いたしました。

それで、これとあわせて都市計画税が入らない

というこの問題ね、これもやっぱり大きいという

ふうに思います。私は、こんなに都市計画税が入

らない、そして地元業者は進出についてイオンと

比べて貸付料を１．６倍も取られる。一体、当初の

この埋め立ての目的は何やったのか。この目的を

十分生かせるような対応を大阪府にしてほしい、

こういうことを言われなかったのかどうか。

私は、幾らも言う機会はあったというふうに思

うんですよ。過去に、例えばこのりんくうの土地

区画のあり方とか、あるいはそういうものについ

ていろいろ市からも参画してるでしょう。表谷助

役なんかは市からのメンバーで行っておられます

よ、意見を言いに、対等の関係で。大阪府に帰れ

ば課長代理と。しかし、十分に泉南市の意向を体

して物を言ってくるということで、大丈夫やな、

大丈夫ですと、こういうことでいろいろそういう

機会は設けられとったんです。

今ここへ来てこの大事な泉南市に影響を与える

問題で、大阪府にそういう席を設けられなかった
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のか。あるいは、設けられなければ、やはり市民

の立場に立って、業者の皆さんの立場に立って物

を言われなかったのかどうか。そういう機会をつ

くってくれと言われなかったのかどうか。

それから、このばらつきの問題については、当

然私は決められているというふうに思いますよ。

１５年の１月３０日付で新聞記事が出ています。

ここで、りんくうタウンの新しいまちづくりを進

めていく上での財政計画というのが出されており

ますよね。この結果、すべて分譲されても４９９

億円の赤字がりんくうだけで残ると。この赤字を

埋めるために一般会計から繰り出しをすると同時

に、新たに貸付方式を採用するんだということで

出ているわけですね。

それで、いろいろ緩和条件とか優遇条件なんか

も明らかになっているわけですが、それとのかか

わり合いでこの問題が出てくるわけですよね。そ

ういう会議の議事録を求められたわけですよ、昨

日は。これを出せないということはどういうこと

なのか。市が参加すべき会議ですよ、本来ね、市

にかかわる問題ですから。参加されてなければ、

せめて大阪府にどういう会議になってたのか、会

議の中身は、結果だけは出てますけれども、泉南

市の意向を反映して、どういうふうな対応をして

くれたのか、大阪府は。

そのことについて、当然議事録を大阪府にこれ

から幾らも交渉していかなあかん、特段の配慮も

求めていかなあかん。その根拠になるものが、私

はここでの議事録だというふうに思うんですよ。

泉南市を無視したような論議をされとったら、特

段の配慮どころでは済みません。だから、議事録

は大事なんです。議事録を出してください。絶対

にこれは議事録を出してもらわな困りますよ。私

はこの点では議長、議事録の提出を声を大にして

求めたいと思います。

それから、最後に神田助役、まちづくりの今後

への影響なんですが、これについて神田助役ね、

ここでこの１９年以降の財政シミュレーションで

提起されているのが１８年にはほとんど入ってま

せんよね。新たに、何て言われましたかね。砂川

樫井線と、それから何でしたかね、もう１つは。

何か２つほど言われました。農業公園ね。この２



つだけ言われました。

それで私ね、いろいろ言ったんですよ。基幹農

道、これ約７億円。それから学校施設の改善、こ

れにかかわっては小・中合わせて、小学校だけ１

５０億円出てますからね。中学校も耐震構造の結

果が出ております。これらは額は定かではないで

すが、大体１校当たり１０億円ぐらいになるわけ

ですね、幼稚園、小学校でね。中学校も入れます

ともっとかかりますが、同じような１０億円とい

うことで２００億円。

それから、公営住宅の整備。宮本住宅、前畑住

宅、これも整備の方針が出ています。もう待った

なしですよ。吐き出しのたてつけが悪くて開閉で

きない、こういうような事態はもう早くから私、

指摘しております。このことについても、これ数

棟、五、六棟あるわけですが、１億円としても数

億円かかる。

和泉砂川駅前整備ですね。これは和泉砂川の再

開発計画の中の公共施設管理者負担、この部分だ

け、いわゆる道路部分だけ出しましても２８億円。

それから市場岡田線、これは算入されております

が、あと泉南聖苑４０億円。それから、あと保育

所や給食センターなんかの建てかえも、これは喫

緊の問題としてもう待ったなしの事業なんですが、

大体通常、数字に語弊があったら言うてほしいん

ですが、普通建設事業ですね。こういう大きな問

題は入れなくても、大体１０億前後、普通建設事

業や費用として計上されているように思うんです

ね。

こういうものを全部入れたシミュレーションに

１９年以降のやつはなっているのかどうか。なっ

ているのであれば、一度普通建設事業の中身や、

当然この事業を進めるために半分以上が私は起債

だろうというふうに思います。起債の額。

それから、いわゆる地方債の残高が、これは財

政健全化計画でも、それから合併にかかわるシミ

ュレーション、１７年以降のあれでもだんだん少

なくなってきている。これだけの事業をやられよ

うと思えば、結局今の――これは泉南市だけでは

ないですよ。各市町村の財政事情からいえば、当

然に起債にゆだねられる部分が多くなるわけです

が、地方債が多くなるんですが、地方債はザーッ
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と減ってきてるんですね。１９０億前後になって

きてるんですよ。今２３９億でしょう。２３０億

台でしょう。それに３０数億の府貸しと臨道債と

いう債権、借金が入るわけでしょう。何で十七、

八年ぐらいでこういう額になるのか。

２０年に至れば、普通退職で大体５億円ぐらい

のお金要りますやろ。２０人ぐらい普通退職者が

あると。今回みたいに先行きいろいろ、突然に早

期退職者も出れば大変なことになってくる。これ

も臨時退職債というふうなものを発行しなければ

いけない。こういうものがすべて入ってるのかど

うかですね。私は、それは入ってないというふう

に思うんです。

そういう点で、財政シミュレーションをやり直

した上で改めて今回提起されてる事業が影響ない

のかどうか、こういうことを明らかにされる必要

があるんではないか。財政シミュレーションの新

たな作成を私は――違っておればですよ。求めた

いと思います。そのことについての御答弁をいた

だきたい。

以上です。議長、お取り計らいもひとつよろし

くお願いしてましたので、その点よろしくお願い

します。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から、覚書の件につ

いて御答弁申し上げます。

覚書を結ぶときに議会と調整をしなかったのか

ということでございますけども、通常、要望書な

んかの場合は、過去において、もちろん私単独で

出す場合もありますし、それから空港の埋立免許

同意のときとか、そういうときには議会議長さん、

それと特別委員会委員長さんと連名で出したとい

う経緯がございます。今回の場合は、１つの事業

を行うに当たっての特に府の貸付金等にかかわる

内容でございますので、これは純然とした行政間

の事柄でございますので、私の方で覚書を締結を

いたしました。

自治法上の問題は、後ほど助役から御答弁申し

上げます。

それと、抽象的ではないかということで、新た

な覚書を結ぶ考えはないかということでございま

すけども、これは大阪府の代表者であります大阪



府知事と私とで締結したものでございますので、

新たな覚書を結ぶという考えはございません。

それから、都市計画道路の都市計画決定までさ

かのぼれば、ちょっと議案から外れるというふう

には思いますけれども、御質問でございますから

お答えいたしますが、あのときは議会が混乱をし

ておりまして、ちょうど役員改選のときで、都市

計画審議会委員も辞表を出されて、そして普通で

したら次の委員さんがすぐに決まるということで

ございましたけども、それが決まらなかった。

辻野勝一さんが議長で、あなたが副議長だった

と思います。私は再三、正副議長さんにも、早く

次の都市計画委員を決めてくれということを申し

入れしました。しかしながら、決まらなかって、

議会からは少し市の都計審を延ばしてくれという

話がありまして、それも少しずらしました。

しかし、この都市計画道路というのは泉南市だ

けが決めるということではなくて、田尻と関連し

た樫井西岡田吉見線も、それからりんくうタウン

内の泉佐野田尻泉南線も皆一緒の都市計画で決め

るということでございましたから、泉佐野市、田

尻町、泉南市にかかわる案件でもあったというこ

とがございまして、随分待ちましたけれども、結

果的にお決めいただけなかったということで、臨

時委員という形で各地区の区長さんを臨時委員に

して都市計画審議会を開いたと、こういうことで

ございます。

それと、あと府の都計審におかれましては、当

時の議長さんが欠席ということで、あなたが副議

長ということで出席されて、意見を言われたのも

事実でございます。ただし、そのときは、それは

あなたの意見ですか、あるいは議会全体の意見で

すかという府の都計審の会長の御意見があって、

あなたは私の意見ですと、こういうふうに言われ

たわけで、それだったら進行するということで、

休憩が入りましたけども、決定されたと、こうい

う事実がございます。

それから、技術上の問題で、もっとルートを変

えられなかったかということでございますが、現

道拡幅というのは原則でございますから、内陸部

ではそういう一定の制約がございます。りんくう

タウン内も、今サザンスタジアムの横に交差点が
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できておりますが、そこへ接続するという、両方

が決められておりましたから、その間で例えば迂

回するとか、そういうことは物理的にも無理です

し、道路の構造上、あるいはいろんな制約上から

も無理でございまして、都市計画の道路の理念と

いうのはやっぱり通さなければいけないというこ

とでございますんで、ほぼ直線のような形の都市

計画の決定ということに至りましたので、経過だ

け報告をさしていただきます。

○議長（成田政彦君） 神田助役。

○助役（神田経治君） 商業対策の件につきまして

は、市民生活環境部長の方からお答えをさしてい

ただきます。

まず、今回の覚書について、地方自治法上許さ

れるのかということでございますが、これはいわ

ゆる議会との関係で申しますと、自治法の９６条

ですね。これで議決案件は決まっておりますが、

この１号から１５号のいずれの分にも当たらない

ということでございますので、議会の方にお諮り

をするというのは、地方自治法上は必要ないと考

えてございます。

それから、金利の部分でございますけれども、

これは大阪府と協議をする中で、我々として１．０

％ということで間違いないというふうに判断をし

ております。

それから、あと倉敷での部分を参考にしたとい

うことで、どの部分を改築をして、償却はどれぐ

らいの割合で出すべきではないかという御質問で

ございますが、これも昨日の御質問に御答弁さし

ていただいてますように、一般的に今イオンモー

ルの方から聞いておりますのは、３年から５年増

改築をしていくよと、こういうお話でございます

ので、具体の施設計画、そういったものについて

は、現段階では議会にもお示ししてる範囲のもの

でございますので、現時点では具体的な積算をす

るのは困難と。したがって、我々として一定のモ

デルのもとに積算をさしていただいたということ

でございます。

それから、議事録の件でございますけれども、

これも昨日申しましたように財産評価審議会がご

ざいまして、いわゆる定借の価格の件のことをお

っしゃっておられると思いますが、これにつきま



しては大阪府に問い合わせましたところ、いわゆ

る相手さんとの契約の関係がございますので、そ

れが確定した段階で議事録をお出しができるとい

うことでございますので、その時点で求めたいと

いうふうに思っております。

それから、イオンと比べて地元の業者さんがい

わゆる賃貸料について１．６倍取られるという御発

言ございましたけども、これについてもいわゆる

土地の定期借地の契約をするに当たっての鑑定評

価をとって、客観的に判断をするというものでご

ざいます。今回の場合、イオンモールが出店しよ

うというのは１５ヘクタールといって非常に大き

な面積でございますので、これは不動産鑑定の考

え方として、面積が大きくなれば、価格について

は割り落としがされるという中で決まっているも

んでございまして、イオンだから価格が安く、あ

るいは地元の業者が価格が高いということではな

くて、面積あるいはその土地の評価に応じて客観

的に価格を決めてるということでございます。

それから、まちづくりの今後の影響についてと

いうことでございますが、普通建設事業につきま

しては、現在１９年度以降のシミュレーションに

つきましては、普通建設事業２０億ということで

報告書の中でお示しをしております。これはその

時点その時点の優先順位、必要性、そういったも

のをはかった上で、その枠の中で考えていくとい

うことでございまして、現時点で１９年度以降の

事業について、当然事業費見積もりも現時点では

アバウトなものでございますので、その時点で正

確な事業費をもとに、あるいは財源をもとに優先

順位を決めていくというものでございます。した

がいまして、財政シミュレーションをやり直すと

いうことは、現時点では考えてございません。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） それでは、私

の方から商業影響調査について御報告いたします。

今までの従来の大店法というんですか、この法

律の中では商業上の利害調整、開発者と地元の方

々との利害調整を行うということが主な法律の趣

旨でございました。ですから、従来のその商業、

出店したときにどのような影響が出るのかという
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調査を行って、それをもとにして協議を始めてた

というふうなのが従来の形であったと思います。

今回のこのイオンモールにつきましては、平成

１２年にできました大規模小売店舗立地法、この

法律に基づくものであります。ですから、この中

では生活環境に関する調査を重点に行うというこ

とになっておりまして、今回のイオンモールとい

う開発者にはその商業影響調査を行うという義務

はございません。この辺のところも、私も大阪府

の方といろいろ協議したんですけども、そのよう

なことでお話を承っております。

ですから、この件につきましては、今後大規模

小売店舗立地法の届け出がまた提出された段階、

このような段階において本市の方ですべきなのか

どうかという判断はこれからしてまいりたい、こ

のように考えております。

○議長（成田政彦君） 答弁漏れはありませんか。

〔和気 豊君「答弁はしたけれど、質問の趣旨

に答えてない。そんなもん、すれ違いの答弁

何ぼしてもあかんよ」と呼ぶ。傍聴席より発

言する者あり。発言する者あり〕

○議長（成田政彦君） 静粛に。和気議員、質疑あ

りませんか。

〔和気 豊君「議長」と呼ぶ〕

○議長（成田政彦君） ３回目の質問ですか。

〔和気 豊君「いや、３回目の質問と違います

よ」と呼ぶ

○議長（成田政彦君） ３回目の質問ですか。

〔和気 豊君「３回目じゃないです」と呼ぶ〕

○議長（成田政彦君） いや、３回目ですよ。

〔和気 豊君「ちゃんと答弁をしてほしいとい

うことで、議長への要請です」と呼ぶ〕

○議長（成田政彦君） 答弁漏れはありませんか。

――――和気議員。

○１９番（和気 豊君） 質問の趣旨に答えること

なく、物を言えばもう答弁はしたと、こういう関

係では、これはやっぱり市と議会の関係というの

はうまくいかない。うまくいかないという点では、

まず議長に申し上げたいと思うんですが、議長、

副議長はちゃんと決まってるんですよ、６１年は。

いろいろありましても、議長、副議長は決まって

るんです。



そして、市のやり方に対して幾度となく議会は

申し入れ書や、時には非常手段でありましたけれ

ど、抗議文さえ出した時期があるんです。その１

つとして、なかなか都計審のメンバーが決まらな

いと。これは、いわゆる理事者側が選ぶ立場の審

議委員ですから、我々は議会ではちゃんとメンバ

ーは決めておりました。ところが、それが選ばれ

ないという不測の事態があったと、こういうこと

なんですよ。

それと、私は大阪府の地方都市計画審議会に出

さしていただきました。そして、今こういう事態

なんだと。この案件は、議会が片方では埋免の同

意を求められている。それにまだ議会が結論を出

していない。こういう状況のもとで、それを前提

にしたやり方というのはおかしいんじゃないかと

いうことで、私は議会の実情を話しし、そして後

の意見の部分は私と議長の意見ですと、こういう

事態でね、そういうふうに言ったんです。意見を

言いに行ったんじゃない。事態を、判断材料をこ

ういう事態だということでしていただきたいと、

こういうことで、当然この事態からはこういう意

見が出ても、これは当然でしょう、どうでしょう

かと、こういう問いかけをしたんです。当たり前

のことじゃないですか。

だから、私は当事者ですから、一番よくわかっ

てる。行った本人ですからね。ねじ曲げも幾らも

してません。議長の代理で、議長の判断をもらっ

て私は行ったことなんです。議長の判断を逸脱す

るような、そういう立場で物は言っておりません。

これはもうはっきりしてるんです、議長の代理で

行ってるんだから。

そういうことで……（「うそつけ」と呼ぶ者あ

り）何……。

○議長（成田政彦君） 質疑をしてください。

○１９番（和気 豊君） 今、だれがうそつけ言う

たんや。聞き捨てならんようなこと、やじでもや

な、人をうそつき呼ばわりしてどないすんや。名

乗り出ることをようせんのか、やじ飛ばしといて。

だれかわからへんから、出ろ言うてるんや。

経過はそういうことです。そういうことで決め

られた都計審の決定を変更することもなく、むし

ろ遅きに失したと言いながら、路線変更も本当に

－３０９－

私は事前に調査に１０年に入っておられるのであ

れば、もうちょっと変更することが安くつくのか

どうか、こういう調査をして、本当に市の急迫し

た財政にかかわってこれだけ大きな事業をやるわ

けですから、当然コース変更のこともお考えにあ

るということはあってもしかるべきだと。

問題のある計画決定をそのままそれを前提にし

て前へ進められるというのは、これはやはり行政

のあり方、議会の関係からいっても、これはよろ

しくないんではないかというふうに思います。私

は、議会の関係だけをあえて誇張するわけではあ

りません。市財政への影響を考えて、コース変更

も当然ありきではないかと。若干ずらすことによ

って――大きくずらせと。３０度、４５度その路

線を、市長は工学上の立場から言われたんですが、

工学上の立場を無視してまでやれとは言ってない

んですね。

そういう変更が可能ではないかと、素人目には

思うんです。だから、そういう資料が１つ、やは

りずらすことによって、若干可能な限りずらすこ

とによって経費の節減がどうなるのか。せめてそ

のぐらいのことは調査をして、議会に明らかにさ

れる。これはやはり行政側の説明責任ではなかろ

うかと、こういうことを申し上げているわけです。

再度お聞かせをいただきたい。

それから、神田さんね、きのうもあなた同じ答

弁をされているわけですが、私、だからこの点で

は２度同じことを言ってるんですよ。演説や言わ

れるかわからへんけれども、あなたは同じことし

か答えられてない。私は具体に今泉南市が可及的

速やかにやらなければならないような、市も一定

同意をされている優先順位の問題、速やかに対応

しなければならない問題、これは市長の答弁から

も、各原課の部長の答弁からも、こういうのは喫

緊の課題だというふうに言われたもんだけを挙げ

たんです。

それで、これについてシミュレーションの中で

位置づけられてるのか。これと、そして６５億の

この影響はどうなのかということを、これ６５億

をやることによって、これが後々先送りされて、

結局は合併しなければやれないというふうな結果

にならないのかどうか。合併がうまくいかなかっ



た場合に、本当に市でやれるのかどうか、こうい

うことを懸念してるんですよ。合併にもたれ込ん

でいく、こういうことで後は合併のときの新しい

まちづくり計画、この中で許可されませんでした

ということで、今挙げたような市民の切実な願い

は全部消えてしまう、先送りされてしまう、とど

のつまりはできなくなる、こういうことはないの

かどうか。こういうこともあわせて、６５億の影

響との関係で聞いてるわけです。

だから、シミュレーションの中にこれは入って

ないのかどうかというのを聞いたんです。入って

なければ、当然６５億の影響と財政シミュレーシ

ョンの中にこういう本当に喫緊の施策を位置づけ

てやらなければならない。それを議会に出して、

今回のこの影響多い道路事業のあり方について再

度信を問うと、こういうことをやられる必要があ

るんではないかと、こういうふうに私は言ってる

んです。

それから、大丈夫なんですね。だから再度答え

てほしいんです。当たり前やないか。答えなさい

ということを言うてる。財政シミュレーションを

もう一回やり直す意思はあるのかどうか。質問や

ないか。

それから、あと長期プライムレートの話を引き

合いに出しましたが、これは大丈夫なんですね。

長期プライムレートが変わったから１．０になった

んじゃなくて、これは特段の配慮なんですね。と

いうことになれば、特段の配慮は引き続いて１．０

で、レートがどう変わろうと、これはいけると。

これは、口頭ではやっぱりぐあい悪いんですね、

これは。やっぱり文書の中で確約していただかな

いと。「など」と中に言われただけで、あとは口

約束だけということではぐあい悪い。これは、明

文化した文書をひとつもらってほしい。これ１つ

とってみても、あとの補助金なんかの点について

いえばなおのことですよ。「など」の中に補助金

が含まれてるということであれば、これはひとつ

文書を明らかにしてほしい。

３０年の間にどういうふうな有為転変、不測の

事態が起こるかもわからへん。そんなもん、当事

者だけが口約束したことで、書いた文書でさえ履

行されてない部分が多いんですから。これはひと

－３１０－

つあなたは、泉南市の助役という立場で御答弁い

ただきたいというふうに思うんですよ。そうは私

とれておりませんから。

それから、先ほどの議事録ですが、当然こうい

う具体的な事実があるんですよ。これは当事者が

求めれば、この議事録はお出しいただけるんです

か、当事者にかかわる問題ということで秘匿を要

するということであれば。

これね、ほんとによく一時期、都計審なんかの

議事録でも、こんなんもう公開の場やと思うんで

すが、一時期は都計審のメンバーの名前、だれが

どういう発言をしたかというのを消して出してき

たことあるんです。何ぼでもやり方としては、当

事者に秘匿を要する問題やったら、出し方いろい

ろ工夫してもうたらあるでしょう。できるでしょ

う、それは。

それから、もう１つは、私は答えてもいないこ

とにあえて答えていただいたんですが、この問題

もさりながら、そして私が言ったのは、あの５０

０円という値段を決めた場ですね。あれは財政と

か一般的な話として、その前にね。１５年の１月

３０日にまちづくりの新たな財政計画というのが

あるわけですが、その財政計画で泉南市の意向が、

地元の意向がどういうふうに生かされたのか、そ

の辺の論議されたものがあるはずなんです。その

辺の議事録はどうなんですか。それは求められま

すか。求めて、今後それが抜けてるような、地元

を軽視した大阪府の決め方については、当然物を

言ってもらわな困るわけですから、この財産評価

審議会の議事録と両方あわせて、これは私はぜひ

出していただきたいというふうに思います。

議長、そういう点でお願いしたいと思いますが。

議長、議事録の提出を理事者に私求めてほしいと

思うんです。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 都市計画道路のコース変更

ができないかということでございますが、これは

現在の線形が最良という形で提案もし、市の都計

審、府の都計審で御承認をいただいたものでござ

います。既に昭和６１年に都計決定をいたしてお

ります。ということは、その関係権利者の方にお

かれては権利制限を受けてるわけですね、都市計



画法の。都市計画決定で第１弾の権利制限、今度、

旧２６からりんくうまで事業認可をとっておりま

すから、今度は第２弾のさらに厳しい権利制限を

受けているわけでございます。したがって、そう

いう私権の制限ということが既にかぶっておりま

すので、それは無理がございます。

それと、根本的にはもう線形自体がその部分だ

け曲げるというようなことはできませんので、そ

れは道路建設という１つの理念から外れてくるわ

けでございますから、そういう局部的に曲げると

いうようなことはできません。工場自体が、どこ

かに空き地があればということかもわかりません

が、もう密集しておりますんで、仮に若干ずらし

たとしても、どこを通っても相当部分かかるわけ

でございますから、そういう意味では現在の線形、

それから向こうのりんくうの着地点を考えた場合、

その変更というか、それを見直すということは不

可能でございますし、そういうことはいたしませ

ん。

○議長（成田政彦君） 神田助役。

○助役（神田経治君） まず、レートの件でござい

ますけども、先ほどと同じ答弁でございまして、

大阪府と協議をした中で、泉南市として１．０％と

いうことで判断をしてるということでございます。

それから、文書での確認をということでござい

ますけれども、これは文書で確認するつもりはご

ざいません。

それから、６５億の信達樽井線の事業をやった

ときに、他の事業の影響はないのかということで

ございますけれども、これにつきましては昨日も

答弁さしていただきましたように、若干、２６年

ぐらいに収支が２億弱いわゆる収支差が出てくる

ということはあろうかと思いますけれども、現時

点ではこれをやることによって他の事業にしわ寄

せを与えるということはないものと判断をしてお

ります。

それから、議事録について当事者が求めれば出

せるのかというお話でございますけれども、これ

はちょっとその制度の一般的なお答えになるかと

思いますけども、基本的には、先ほど申しました

ように、契約がされれば情報公開制度に基づいて

基本的にどなたでも議事録を求めることができる

－３１１－

というふうに考えております。

それから、財政計画についての、たしか平成１

５年の１月に、言っておられるのは収支計画の見

直しを企業局がされたということの中、議事録と

いうことでございますけれども、これは大阪府の

企業局としてされた話でございまして、泉南市と

して今回のイオンの立地、あるいはいろんなもの

があったときに、その時々で泉南市として主体的

に判断をすべきものでございまして、その大阪府

の事業の収支の中身まで立ち入ってとやかく言う

べきものではない。大阪府は大阪府、我々泉南市

の立場で主張すべきものは主張すべきであればい

いというふうに思っておりますので、議事録を求

めるつもりはございません。

○議長（成田政彦君） ほかに質疑はありませんか。

井原議員。

○１番（井原正太郎君） 大変質疑が盛り上がっと

るんですけども、私の方からも何点か確認あるい

は質問をさせていただきたいと思います。

まず、今回のいわゆる補正第２号に関する議案

に関しては、ただいま論議が集中しておりますこ

の信樽線の問題と、それからもう１点はいわゆる

社会福祉費、この点に関する費用もかなり大きく

なっております。この２点についてお伺いいたし

ます。

まず、イオンの進出に関して、これは市長の認

識といたしまして、一般質問でも私は質問したと

思うんですが、いわゆる大店立地法のもとでイオ

ンあるいはジャスコが進出することに関しては、

かねがね何ら問題はなかった。ただし、今回のこ

のイオン進出に関しては大阪府が大きなファクタ

ーとなったと。また、泉南市もそれに賛同して、

昨年来かなり急ピッチにこの話が具体化に及んだ

というふうなことが言えると思うんですね。

市長は、特にこの問題に関しまして、泉南市の

１つのこの問題に対する解決策として、１つは泉

南市の商店会連合会の要望なり商工会の要望に関

しては、やはりこれは違った意味で誠実にこたえ

ていかないかんだろうというふうに感じるんです

ね。

といいますのも、ちょっとくどいようですけれ

ども、これは大阪府がかかわり、泉南市がかかわ



ったという背景がある以上、僕も一般質問で確認

をしたんですけども、半分公共事業的な要素を持

ってるやんかと。したがって、特にこの要望を出

された商店会連合会並びに商工会の方々に関して

は、誠実な対応が当然必要であると。

中でも、連合会と商工会に関して、市長は一定

の識別をされておるなというふうに私は認識して

おるんですね。きのうも質疑の中で、商工会は要

望書であるけども、連合会の方は何でしたか、申

し入れ書、このような１つ違いの認識があると。

要望書に関しては、具体にこの前答弁をされてお

ります。連合会に関しては聞きおいたというふう

なことなんですけども、これはやはりいずれにし

ても誠実に答えていかないかん。

その中で、私はこの連合会さんと商工会さんの

方々の１つの輪郭として、私は相当ダブっておら

れるんじゃないかと、このように理解しておるん

ですね。市長はかなり識別して、けじめをつけて

対応されておりますけども、ここらへんの認識、

改めてお聞きをしたいというふうに思います。そ

れが１点であります。

それから、２点目につきましては、この前、要

望書に対する、商工会に対する答弁の第１回目の

回答というのは、極めて既成の、既設のいろんな

商業者に対する援助であったり、支援であったり

というふうなことがベースになっておった。聞き

はつった中では、なかなかそういうふうな対策に

対して乗るというふうな業者がほとんどなかった

であろうと言われておりまして、第２弾を出して

おりますけども、私は改めてここで具体に、商工

会から改めて要望書が出ましたけども、これに対

しても一定議会の議決を得てと、きのう言われま

したかね。その後で誠実に話し合いをするんだと

いうふうに話をされたんですけども、その点につ

いて一歩親切な対応が用意されとるんかどうか。

特に、泉南市は今、既に御存じのとおり、財政

的にも、その力量においても、かなり限られたパ

イしか持ってないと。そんな中で、どういうふう

な誠実な答えを出してあげるんかということが非

常に注目されるわけなんですね。そういった意味

で方向性を示していただきたいと思います。

それから、３点目でありますけども、イオンモ

－３１２－

ールの川戸社長から大阪府の企業局に出されたこ

の出店に関する申し込みがありました。１つは、

今問題になってる信達樽井線であります。もう１

点は、いわゆるりんくうタウンの周辺の道路整備

でありました。それから、樽井駅の北側踏切から

りんくうタウンへのいわゆる歩行者、自転車等の

パスがどのようにされるかというふうな意味での

要望がありました。それから、岡田浦の７号踏切

もその１つに入っております。それから、北側住

宅計画地内の道路許可、これも入っております。

それから、南側の踏切に関する通路の整備も入っ

ておりました。

この申し込みに対して、先般５月１５日付で企

業局から泉南市長あてにその回答が寄せられまし

たね。この回答を私、見さしていただいて、非常

にこんなんでいいんかなと。かねがね特に樽井の

住民なんかに関しては、今回のオーバーパスは非

常に使い勝手が悪いですよと。したがって、自転

車、歩行で簡単にりんくうに行けるようなアクセ

スが必要やというふうな声が大きく上がっとった

わけでありますけれども、中でも防潮堤を取って

それを周回道路にする、これはかねてから企業局

も予定しておりましたから問題はないと思うんで

すけども、その後の樽井駅北側踏切からりんくう

タウンへの歩行者、それから自転車道の整備につ

いては、東洋クロス株式会社の構内通路であり、

同社は安全上の観点からも物理的に部外者の通行

は認められないと、このようにしておるんだと、

このような１つ回答が来ております。

ちょうど一昨日ですか、東洋クロスに視察に行

かしていただきました。オーバーパスをする下側

というのは、これは泉南市の土地になるんですね、

将来的には。そして、あの踏切からオーバーパス

した下側というのは泉南市の土地になるとすれば、

私はクロスさんの協力をしっかりと得ることによ

って、数メーター協力いただいたら、当然歩行あ

るいは自転車でも可能になり得るんやないか。

この点に関して、東洋クロスさんに要望してい

く、そういうふうな――将来的なことでしょうけ

ど、まだこれは決まってないことですから、決ま

った暁にはやはりそこらへんは大きなネックにな

るんじゃないか。視察してそう感じました。そう



いった意味では、クロスさんには物申していく、

そういうふうなお気持ちがあるんかどうか。

それから、もう１点は、７号踏切道路について

であります。この道は、泉南市への企業局からの

回答では、矢代さんと係争中であるからこれはで

きないんだという意味の答えになっとるんですね。

確かに、この矢代さんとの今財産区で係争中であ

りますけども、これも通り一遍の返事になってな

いか。この裁判も長いですよね。だからいつごろ

結審されるんか。結審の暁にはこうしたいという

ふうなことがあってしかるべきじゃないかと、こ

う思うんですね。

あと、氏の松の下の道路もそうでありますし、

自動車学校の、樽井駅南側の踏切に関しても今の

ままの管理でいいですよと、非常に簡単な回答に

なっとるんですね。したがって、泉南市に負担を

求めないと言われたこの５項目が極めて簡単な妥

協をされておるというふうに感じる点について、

答弁を求めたいと思います。

余り長くなるとまずいんで、この辺で１回答弁

いただきたいと思います。

○副議長（市道浩高君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、商工会と商店会連合

会との組織の関係だというふうに思いますが、御

承知のように商工会は一定法の根拠がある団体で

ございます。商店会連合会は、法律的に言います

と、民法上は権利能力のない社団と、こういうこ

とになろうかというように思います。それぞれそ

の組織として一定の活動もされておられますので、

メンバーの方はもちろん商工会に入っておられる

方も多数おられるとは思いますけれども、この組

織体としては一応別組織ということでございます

んで、そういうとらまえ方を我々もいたしており

ますし、また両方補助団体でもございますけれど

も、それは別個の扱いを当然やっております。そ

ういう形の団体だという認識をいたしております。

それから、商店会連合会の方は申し入れ書とい

うことでいただいておりますので、申し入れ書と

いうのは、きのう御答弁申し上げましたように、

自分たちの意思を伝えるというのが申し入れの趣

旨だということでございますので、それは我々承

ったと。

－３１３－

それから、商工会の方は要望書という形で、具

体に８点ほど要望いただいておりまして、これに

ついても、ちょうどいただいたのが議会開会直前

ということもございましたんで、２０日でしたか

ら、とりあえず議会が終了した時点でお互いにこ

の中身を詰めていきましょうというふうに回答さ

していただいて、御了解いただいたところでござ

います。

中身につきましては、当然我々でやれること、

あるいは大阪府にも当然関係してくる部分、それ

と特にりんくうタウン内の用地を１つの目標にし

たような新たな商業施設の設置というようなこと

も書かれておりますんで、これは当然、企業局に

もこの中身についての要望もしていかなければい

けないというふうに思っております。

ですから、以前回答が企業局からあったと思い

ますが、この要望でいきますと、要望の４に相当

する分のいわゆるポンプ場横については、大阪府

としても一定の回答をいただいたところでござい

ますけれども、その５番については、また新たな

場所というようなことをお聞きをいたしておりま

すので、これらについては今後企業局と十分協議

をしていかなければいけないというふうに考えて

おります。

いずれにいたしましても、この要望を真摯に我

々は受けとめまして、中身について詰めていき、

すべてができるとはこの場では申し上げにくい部

分もございますけれども、可能なものはできるだ

け御相談をしながら対応をしていきたいと。これ

を成就していくためには、一方、特に４番、５番

なんかは、それに参画する方がおられるのか、お

られないかによっても変わってまいりますので、

それらも踏まえて、今後十分協議をしてまいりた

いというふうに考えておるところでございます。

○副議長（市道浩高君） 神田助役。

○助役（神田経治君） 私の方から、イオン出店申

し込みに伴う周辺道路整備等についての基本的な

考え方について、まず御答弁をさしていただきま

す。

この出店申し込みに係りますいわゆる歩行者あ

るいは主に自転車なんかが通るイオンモールまで

のアクセスとして期待される道路につきましては、



我々といたしましては、現在も企業局と一定この

実現のために協議をしております。ただ、やはり

きのうもお答えをさしていただきましたけれども、

開発協議、この中でイオンモール、それと企業局

と十分協議をしていくことが効果的な対応方策に

なるというふうに考えておりますので、イオンモ

ールの正式な出店申し込み、開発協議の申し入れ

があった時点で、我々としましてはさらにこの道

路が進捗するように十分協議をしてまいりたいと

いうふうに考えてございます。

○議長（成田政彦君） 中谷助役。

○助役（中谷 弘君） 井原議員さんの方からの要

望の関係で、個別に具体に２点ほど私の方からお

答えさしていただきたいと思います。

まず、東洋クロスの関係で、信達樽井線へオー

バーパスする下ですね。歩道ができるから、それ

を通れないのかという御意見だったというふうに

思いますけれども、東洋クロスさんにつきまして

は、事業を進めますとオーバーパスをするという

ことで、その下は市道敷になるわけでございます。

ただ、移転の関係もございますので、どういう形

で建物が移転されるかという問題もございますし、

クロスさんの工場が２分されるということの中で、

この道路の下もやっぱり工場の通行に一部使うだ

ろうというように考えてますので、我々としては

その移転の工法の中で協力してもらえるかどうか

という問題とか、工場の配置の関係も含めて議論

はさしてもらわないかんのではないかなというふ

うに考えてます。

企業局から要望があったのは、現在あるクロス

へ入っていく踏切からクロスの敷地を通って社宅

の方へ行って、そこからりんくうタウンに抜けれ

ないかという要望があったわけでございますけれ

ども、工場敷地の中ということでだめだという回

答をもらったんですけども、今井原さんからは、

横に道ができるんだから踏切から近いんではない

のかという御意見だったというふうに思いますが、

どういう処理ができるかということについては、

今後議論の形、議論しないと、ここでそれをする

ということの答えは、なかなか出しにくいんでは

ないかなというふうに思います。

ただ、提案としては、今ある既設の踏切から信

－３１４－

達樽井線のオーバーパスまでの距離は、かなり近

うございます。それは事実でございますんで、そ

の辺は十分協議をしていきたいというふうに思い

ます。

それと、もう１点、７号踏切の関係、係争中の

ところでございますけれども、これは現在係争中

ということでございますが、話が係争が終われば、

当然財産区との話も関係いたします。現在はまだ

財産区ともこの辺については詳しい話はしており

ませんので、この辺は係争の状況を見た中で、現

在既設の踏切、３メーターほどの踏切がございま

すんで、解決すれば自転車とか歩行者はかなり便

利になるとは思いますけれども、その辺の問題が

ございますので、それを踏まえてこれからの協議

という形で御理解をお願いしたいというふうに思

います。

○議長（成田政彦君） 井原議員。

○１番（井原正太郎君） 最初に市長から、いわゆ

る商工会、また商店会連合会の方々に対する対応

を答弁いただいたんですけども、あえて言わして

いただければ、３月１２日時点で與野会長名で市

長あてにこの連合会は要望書も出しておるわけな

んですね。商工会にきちっとした答弁書、回答書

が行った。この連合会にはそういうふうな扱いを

したというふうなことで、私はちょっと矛盾を感

じておったし、そしてこの商工会あるいは商店会

連合会さんに対するいわゆるイメージですね、そ

の輪郭、こういうふうなものが違っておるなとい

うふうに感じたから確認をさしてもらったんです

けども、あえて、あえてですね、この商店会連合

会の方からは要望書が出てますよということも指

摘をしておきたいと思います。

それから、今、中谷助役からも答弁いただきま

したけれども、私はこれは確実にクロスさんと交

渉していただきたいというふうに、視察をしてつ

くづく感じました。今度は逆転して、今まではク

ロスの敷地内だからという話だったんですけども、

この暁には、これはそのオーバーパスの下は泉南

市が管理するというふうなことに当然なるんでし

ょうから、当然今度はもっと対等に、あるいはも

っと優位にその辺は交渉ができるんじゃないか。

改めて、矢代さんとの係争中であるというふう



なこともありますけども、これは樽井財産区とい

う話が出ましたけども、樽井区民の集会の中でも、

樽井区民が主にこの点を望んでおることなんです

ね。だから、財産区さんの意向もありましょうが、

これはやはり精力的に交渉してもらいたい。でな

いと、おかしな形になるなというふうに思います。

改めて確認をお願いしたいと思います。

それから、３月２７でしたか８でしたか、第１

回の定例会で本議案が修正可決された、いわゆる

原案が否決されたというふうな状況の中で、ここ

７月に至るまで一体何が変わったんかと。ただい

まこの議案を審議中でありますけど、一体何が変

わったんかという面では、この３カ月ほどの間に

おいて、市当局の説明では、トータル的に７億円

余りのいわゆるコストダウンができたという説明

をお受けしております。

特に、実質的な負担が３１億円になったよと。

あるいはまた、府貸しの分についても優遇措置が

とられたというふうなことで、この７億４００万

というふうな具体的な数字を示されましたが、３

月以降、このいわゆるコストダウンといいますか、

この分に関しては間違いないのかどうか、この点

も改めて確認をさせていただきたいと思います。

それから、ちまたでクロスさんの補償問題は３

０数億円に上るんだと。これはいろんな調査費と

ダブる部分がありますんで、具体には申し上げら

れないというふうに私は理解しとったんですけど

も、今の時点でやはりこの大型事業所、東洋クロ

スさんに対して、大体３０億円あるいは３４億円、

３１億円というようなことが具体に耳にもしたわ

けでありますけども、この辺は大体煮詰まったの

かどうかというふうな点を示していただきたい。

それから、今後どうしても大阪府とタイアップ

して、この補償問題が、その暁にはですけども、

具体化されなければいけないというふうな局面に

達してきた中で、特に建物の補償、あるいは工作

物の補償、動産の移転料であるとか、立木の補償

まで視野に入れております。それから、移転雑費、

営業補償、このような形で補償が考えられますよ

というふうなことで提示をいただいておりますけ

れども、特に営業の中止が伴う場合は、営業補償

が追加されるんだという１項があります。

－３１５－

私は、同じ民間で長く働いておったんですけど

も、民間企業なんていうのはやはり５月の連休、

正月、盆、これらを利用して、まず商売相手があ

りますから、営業中止になるようなことは断じて

避けて、いわゆる事業展開しとるというのが、こ

れは常識なんですね。

したがって、こういうふうな補償が生じないよ

うに、その補償プロセスにあっては厳格に、厳重

にやはりお願いをせないかん。そして、トータル

的に６４億、６５億というふうな今回の総事業費

に関して、いかに安く仕上げるかというのは、市

民にこたえる道やと思うんですね。

そういった意味では、先ほど言いましたように、

対クロスさんに協力いただく、その分補償もせな

いかん、いろんな補償が生じてくるけども、これ

をいかに安く抑えるかというのが対泉南市民に対

する大きないわゆる誠意であり、大きな答えでは

ないかと、このように思うんですね。

したがって、大阪府に任すというふうなことが

ほとんど我々のイメージの中にあるわけなんです

けども、その点についても厳格に用意されておる

んかなという点を確認したい。

それと、単に大型工場の補償というんではなし

に、一般質問でも私は質問さしてもらったんです

けども、この東洋クロスさんには長年泉南市の土

地を利用いただいて事業活動を展開してる。年間

６６０万でしたでしょうか、６７０万でしたでし

ょうか、いわゆる使用料をいただきながらやっと

る。長い歴史の中でクロスさんは泉南市、つまり

財産区の土地を利用していただいてこの事業展開

をしとるというふうなことから考えると、この補

償の内容のあるべき姿というのは、泉南市のトッ

プリーダーの手腕が非常に問われるなと、このよ

うに感じております。

もう１点つけ加えさしていただいたら、クロス

さんは地元で非常に大事な企業ですから、財産区

にしても非常に廉価で土地を使っていただいてお

るという認識をしとるんですね。そういうふうな

経過からすると、市長はかねがね国土交通省の補

償の算定基準によるんだというふうなことが前提

でありましょうけども、泉南市は泉南市の前提が

あるというふうなことを頭に入れたときに、その



暁の今後の交渉は、そのプロセスはうんと変わっ

てくるな、変わってこなきゃならんなというふう

に思います。

以上の点について答弁願います。

○議長（成田政彦君） 中谷助役。

○助役（中谷 弘君） 先ほども答弁さしていただ

きましたけれども、りんくうタウンへの道路の関

係でございますが、まずクロスの関係については、

先ほども申し上げましたように、当然補償交渉の

中でそういう利便性ができるかどうかという問題

も含めて話し合いはさしていただく。ただ、会社

の操業の問題もございますけれども、十分我々と

しても市民に対する利便性という観点からも話し

合いはさせていただくつもりでおります。

それと、財産区の関係の土地の分につきまして

も、係争の進捗状況の中で十分地元との話はさし

ていただくつもりでございますし、考え方として

は、当然あった方が非常に便利だというふうには

思っておりますので、その辺を頭の中に十分入れ

て対応さしていただくということで御理解をお願

いしたいというように思います。

それと、東洋クロスの補償の関係でございます

けれども、現在この３０億という数字が出ており

ますけれども、これは平成１０年に事前調査の中

で概算ではじいたものでございますので、具体に

この内容で話が進んでるというものではございま

せん。今後につきましては、今回予算をいただい

ておりますけれども、その予算の中できちっとし

た補償調査を行うということでございます。

それは議員の方からも御指摘がございましたけ

ども、国土交通省の補償基準に基づきまして調査

を行い、それで国土交通省の事前審査ですね、補

償する場合は。それと大阪府の用地室の審査を経

て補償金額が決定されるというものでございます

から、その辺はむちゃな補償金額で交渉するとい

うものではないということで御理解を賜りたいと

いうふうに思います。

それと、先般市長が東洋クロスの社長とも面談

をさしていただいておりますし、その際も公共補

償基準に基づいて補償を行う旨の申し出も行って

おりますので、そのことについても相手側からも

理解ということでいただいておりますので、そう

－３１６－

いう考え方で進めてまいりたいというふうに思い

ます。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 神田助役。

○助役（神田経治君） ３月に議案を上程さしてい

ただいたときと今回どこが違うのかということに

つきましては、先ほど井原議員が御指摘のように、

国庫が１０分の５から１０分の５．５になったと。

あと、起債についても利子が１．５から１．０と。そ

れから、イオンの増床計画に基づいて、これで３

０年で大体３億ぐらいの増収が見込めると。こう

いう点が前回と大きく変わった点ということでご

ざいまして、これは間違いないのかということで

ございますけども、基本的にはこのフレームとい

うのは間違いない。要するに、今御指摘のように、

例えば事業費がもっと抑えられれば、当然それに

伴う起債の発行額とかそういうのが変わってきま

すから、金利の額についても変動があろうかと思

いますが、基本的にこのフレームで間違いないと

いうことでございます。

○議長（成田政彦君） 井原議員。

○１番（井原正太郎君） 先ほど冒頭の質問で、私

はもうひとつ市長なりの意思が私にはきちっと伝

わらなんだんですけども、今回のイオンの進出に

関しては若干事情が違うでと。深く大阪府が関与

し、またそれに理解を示し、泉南市がこういう大

型量販店を誘致するに至ったと。この背景という

のは、おのずと僕は半公共的な事業になるんだか

ら、いわゆる地元商店街あるいは商工会を含めて、

連合会の方々にはそれこそ特段の配慮が必要にな

ってくるんですよということの認識。これは答弁

もあったし、回答もあったし、一定の今後協議も

していくという話はあったんですけども、ここら

辺のトーンですね。これは大事にしていかないか

んのですよという、ここら辺の心がちょっと私に

は伝わってこなんだんですよね。この辺は、改め

て私は確認をさせていただきたいと思います。

それから、先ほど申しましたように、泉南のト

ップリーダーが対大型工場、今、具体に３０億と

いう平成１０年にはじき出した中で、国土交通省

のルールがある。ただし、泉南には泉南市の歴史

と経緯とそして条件が加わるんだと。そういった



中では当然、低コストでこの事業展開することが

市民にこたえる道なんだというふうな話を私はし

たわけなんでありますけども、この点に関しては、

忠実に国土交通省の基準は遵守しなきゃならんで

しょうけども、改めてうちは事情が違いますよと。

その違う分、そこで廉価に事業展開された分が泉

南市民に対する誠意ですよということの確認を改

めてしておきたいと思います。そういう具体的な

方法は、きちっとけじめをつけてもらわな困りま

すよと。

今の段階では、この議案が通ってないのにとい

うて、かえって逆襲されるかわかりませんけども、

その暁にはそういうふうなことの視野はきちっと

入れてもらいたいなと思います。

それから、昨日来の質疑の中で、覚書について

各議員さんがいろんな角度から確認をされました。

特に、費用負担の第２条で、乙は事業の建設費用

を負担するものとし、甲は事業に対して府貸付金

の貸し付けを行うなど特段の配慮を行う。この特

段の配慮の範囲が非常にあいまいだなと感じまし

た。神田助役の答弁では、うちはいわゆる再建団

体になるようなことがあったら、この特段の配慮

が発動するんだという答弁がもちろんありました

けども、ここの都市計画道路信達樽井線の整備に

伴う覚書なんですね。

先ほど和気議員も、それはいわゆる成文化して

きちっとせないかんというふうな警告を発してお

られたんですけども、本議会において神田助役は、

いわゆる財政再建計画の中にもこれは及ぶんだと。

もしものことがあったら、大阪府は特段の配慮を

するのだと。ここまで広げて理解をしてほんとに

いいのかどうか、この点も改めて確認をしておき

たいと思います。

それから、この信達樽井線の改良事業費５億６，

３４７万円と並行して、特に民生費では非常に大

きな補正が計上されております。７，０８８万５，０

００円、その内容。これ、私もこれで質問が終わ

りになりますんで具体に答えていただきたいんで

ありますけれども、非常に多額の補正を組まざる

を得なかったその背景をお示ししていただきたい

のと、ほかの障害者施設に関してこのような補正

の必要が起こらなかったのかどうかという点。

－３１７－

あわせて、支援費との関係でこのようになった

というふうな説明もありましたけれども、ここで

ちょっと意味が違うんでしょうけども、施設支援

費として１，０２２万、これが上がっております。

この具体な説明もお願いしたいと思います。

それから、今、作業所に通所されておる障害者

の方、この予算に上がっとる分では人数は６５人

と理解しております。公的な補助のもとに運営が

されて、この御親族の方も大変御苦労されておる

と思うんですけども、この施設の場合、１人当た

り――これはちょっと、こんな急な話をして出る

かどうかというのはちょっと疑問なんですけども、

幾らの費用を必要としておるのか、こういうふう

な分もあわせてお願いしたいと思います。

最後の質問になりますんで、ひとつ丁寧に答弁

をお願いいたします。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、両団体からの要望書

についての対応でございますけども、先ほど申し

上げましたように、真摯に受けとめて、実現でき

る方向で検討していきたいという基本的な考えで

ございます。メンバーも両方に入っておられる方

も多数いらっしゃると思いますんで、できれば一

緒にといいますか、一緒のテーブルについてお話

し合いをできたらというふうには思っております。

そのことについては、商工会から２０日に要望が

あったときにもお話をしているところでございま

す。

したがって、今後もしこの議案が可決いただい

たとすれば、この地元商業者対策の具体的な中身

について協議をし、そして我々も全力を挙げて取

り組んでいきたいと、こういうふうに考えており

ますので、御理解いただきたいと思います。

それと、大型工場の補償の問題でございますが、

当然一定の基準というのは、損失補償基準という

のがありまして、それにのっとっていかないと国

の審査も通りませんし、府の用地室の審査も通り

ません。

それはそれといたしまして、先般も東洋クロス

の社長さん初め幹部の皆さんに、この補償を行う

場合、おっしゃるように今の時代、非常にお互い

厳しい状況でございますので、やっぱりできるだ



け安価に解決できるような方法を考えていただき

たいと。

特に営業補償を伴うというふうなことは、これ

は企業にとっても大変な顧客を失うということに

もなりかねませんので、そういうことではなくて、

営業を続けながらちょっと玉突きの移転というの

があるんですけれども、そういう方向でやってい

ただけないかということもお願いをしてきており

ます。当然、企業側も営業をとめるということは

大変なことになりますんで、そうならないような

移転の方法というものを考えていきたいというこ

とと、それから今の時代ですから、お互いに批判

をされることのないように、ガラス張りといいま

すか、そういうことでこの補償の交渉なり、ある

いは額も含めてやっていきましょうということで

お話をさせていただいて、御理解をいただいたと

ころでございます。

いずれにいたしましても、当然一定の補償とい

うのはお支払いしなければいけませんけれども、

その中身を十分議論し、審査し、そして少しでも

安く、今の全体事業費６５億というふうにはじい

ておりますが、少しでも安く上がるように我々も

最大の努力をしていきたい。当然、交渉委託、大

阪府もやっていただきますが、我々も意を体して

やっていただくという方向になっておりますんで、

御心配のことについても十分留意しながら我々と

してもやっていきたいと。私としても、向こうの

企業のトップの方にもその趣旨は十分お伝えをし

て、理解をいただいておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

○議長（成田政彦君） 神田助役。

○助役（神田経治君） 覚書の件についてお答えを

さしていただきます。

覚書の第２条で、甲は事業に対して府貸付金の

貸し付けを行うなど特段の配慮を行うと。この特

段の配慮を行うというのは、この覚書の趣旨が信

達樽井線の整備ということであるので、それだけ

に限られるんではないかという御趣旨かと思うん

ですけども、我々当初から申しておりますように、

財政健全化計画を策定したその後で、府の方から

この整備の促進というお話がございました。

したがって、一番関心がございましたのは、い
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わゆる健全化計画をきちっとやっていくと。その

一方で、やっていきながらこの事業はできるんか

ということについて、相当大阪府と交渉したわけ

でございます。その中で、大阪府との覚書の中で、

１条で甲は事業実施に伴う乙の財政状況に配慮し、

誠意を持って協議に応じるものとすると、こうい

う文言を大阪府に入れさしたわけでございます。

したがいまして、これまでも御答弁さしていた

だいてますように、財政再建団体に陥る可能性が

あるような――当初は想定しておりませんけれど

も、万が一税収あるいは事業費、いろんな観点で

当初の前提が変わって、そういう陥るような可能

性があるという場合には、当然我々としては、こ

の覚書に基づきまして各種の支援、府貸付金、あ

るいは補助金、あるいは特別交付税等、そういっ

た大阪府として考えられるあらゆる支援をお願い

するということでございます。

○議長（成田政彦君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 社

会福祉費の知的障害者の福祉費ということでお答

えさしていただきます。

まず、７，０８８万５，０００円の内訳でございま

すが、１つは知的障害者通所施設の泉南デイホー

ムに対する委託料３，０６６万円。そして、泉南作

業所に対する補助金３，０００万５，０００円という

ことで、そして扶助費が１，０２２万円。これにつ

きましては泉南デイホームの委託につきまして、

本来ならば当初予算に盛っておくべき性格のもの

だったと思いますが、４月から６月までの３カ月

分、流用にて対応さしていただいた関係で、３カ

月分扶助費へ不足分を補正さしていただくという

ことで、泉南デイホームとしましたら３，０６６万

と扶助費の１，０２２万、計４，０８８万が年間の委

託料と、こういうように考えていただければいい

かと思います。中身としましては、この泉南作業

所の補助金、あるいは泉南デイホームの委託料、

これにはいわゆる重度加算ということで対応さし

ていただいております、うち、一部でございます

が。

ただ、泉南作業所の補助金については３，０００

万５，０００円は重度加算分でございます。委託料

につきましては、そのうちの一部ということで御



理解いただきたいと思います。

それと、補正に至った背景でございますが、こ

としから始まりました支援費制度、これによって

措置の関係が変わってくるということと、額の面

も施設と市とのかかわりが若干変わるという点が

ございました。それと、従来４５％の重度加算で

やってきたわけですが、できるだけ市の財政状況

等を勘案して、支援費での歳入も見込めますので、

その辺の関係につきまして昨年来より協議いたし

まして、結果的には重度加算分としまして４５％

から１０％減の御理解をいただきまして、重度加

算については４５から３５％にダウンさしていた

だいております。

その結果、重度加算分としまして、昨年に比べ

まして作業所とデイホームを合わせまして約１，２

００万余りの市負担減となってございます。そし

て、本年度より支援費の関係が始まりましたので、

これの関係の市負担分約３００万を差し引きしま

すと、約９００万円余りの実質市の負担が減とな

ったという結果となってございます。以上が結果

の背景でございます。

それと、他の障害者施設に対するかかわりの問

題でございますが、御指摘のとおり、重度加算に

つきましてはほかの施設１カ所ございます。これ

につきましては、既に重度加算の御要望をいただ

いております。この予算化さしていただいており

ます施設との関係もございましたし、御要望に対

しては今後検討さしていただくということで、こ

の予算をつけていただいたとしましたら、あとも

う１施設あるわけですが、十分検討してまいりた

いと考えております。

それと、１人当たりの経費は幾らなのかという

点でございますが、１４年度の実績で申し上げま

すと、泉南デイホームにつきましては１人当たり

約２９０万円、それと泉南作業所につきましては

１人当たり約２５０万弱という結果が出ておりま

す。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 質疑の途中ですが、１時１

０分まで休憩します。

午前１１時５３分 休憩

午後 １時１３分 再開

－３１９－

○議長（成田政彦君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

午前の議事を継続し、議案第８号に対する質疑

を続行いたします。質疑はありませんか。―――

―堀口議員。

○１５番（堀口武視君） 今問題になっております

信樽線につきましては、３月の第１回定例会から

始まり、この６月２３日から始まった今議会、い

ろんな角度からいろんな問題を各議員さんが議論

をされてまいりました。大変な時間を割いてやら

れたわけでございますけれども、その議論を踏ま

えながら、私は市民の目線に立った立場で市長に

質問をさしていただきたいと、端的に質問をさし

ていただきたいと、こう思います。

我々議員は、きょう本日最終日を迎えて、この

問題についてそれなりの判断をしなきゃいけない。

これはやはり市民にとって大変な責任を持った判

断になろうかと、このように思います。また、市

長もこれだけの事業、決断をされた以上、やっぱ

り市民にそれだけの市政の運営最高責任者として、

あるいは市民に対する責任として、当然それだけ

の覚悟を持ってやられてることだと思いますし、

そのことを肝に銘じて答弁をしていただきたい、

このように思います。

まず初めに、この財政状況の中で、今市内の業

者がこれだけの批判をしてる中で、１０年、２０

年という泉南市の大計に立って、本当に市長が自

信を持ってこの信達樽井線を建設しようとされて

るのか、その辺をひとつ聞かしていただきたい、

このように思います。

それから、多くの議員さんが心配されておる財

政問題でございますけれども、この財政で論じま

すと、私自身も今の現況を踏まえて、大変危惧し

てることは事実でございます。御存じのように、

昨年つくられた財政健全化計画、これは１４年度

決算で４億８，０００万、こういう赤字という結果

がその見通しの甘さを私は露呈をしておると、こ

のように思います。１年先の見通しが読めないで、

２０年、３０年先の議論をすることは大変ナンセ

ンスじゃないかなと、このように思います。

少なくとも市長が残された任期、今の選挙で選

ばれて任期がまだ３年間あるわけでございますけ



れども、この３年間の間に本当に今示されている

財政健全化計画の中の道筋がお立ちになると考え

ておられるのかどうか、お伺いをしたいと思いま

す。

私は、本音のところで市長にお聞きをしたいん

ですけれども、この今の財政状況の中では、合併

ありきの中でのこの信達樽井線なのかな。あるい

は、合併がないとすれば、いろいろ問題になって

おります知事との覚書を１００％信頼されてるの

かなと。その辺をひとつ市長の本音のところでお

聞かせを願いたいと思います。

それから、事業の優先順位についてお伺いした

いんでございますけれども、きょう午前中も和気

議員さんの方からいろいろなこの信達樽井線の計

画決定についての経緯はございました。確かにそ

の当時の市長に反対をする議員さんが、地元の信

樽の都市計画決定は時期尚早だということの陳情

を受けて、我々も市長に対してこの計画決定を打

ってはいけないと、まだ時期尚早だということを

申し上げてきた。

それでも当時市長は、やはり強硬に計画決定を

されたと。それは何も役選の事情やなくて、その

当時の市長の意向で都市計画委員を選任されて議

会から入れなかった。このことは私は事実だと、

和気議員さんのおっしゃることは事実だと思って

おりますし、６１年に計画決定をこの道を打たれ

たわけでございます。それから、御存じのように

市役所の前がモデル地区として一応事業をなされ

た、事業化された。

それ以後ですね、市長、どうしてこの信達樽井

線が今までとまってきたのか。逆に、もっと短い

時間にこの事業の進捗があってよかったのじゃな

いのか。府道とはいえ、砂川駅前停車場線ですか、

これについては周辺の商売人さんは、駅前再開発

を市長が助役時代に初代理事長として立ち上げら

れた。このことに大きな夢と希望を持って、周辺

の商店主さんは推移を見守ってきたと。ところが、

その駅前再開発も２０数億という先行取得の土地

を持ちながら、あるいは専従職員を置きながら、

あるいはいろんなコンサルに金を使いながら、ポ

シャってしまった。

せめて、今、新興商売人のイオンに６５億の大

－３２０－

金を投じるなら、どうしてこの砂川停車場線を改

修しないのか。特に、今までの中で大阪府に対し

て――大阪府に聞きますと、大阪府の事業予定の

中には１６年度まではこの砂川停車場線は計画に

も入っていない。とすれば、１６年見直しをかけ

ても、最速、早くとも計画に入るのは１７年から

ですね。どうしてここまで泉南市が一番の核であ

る砂川の駅前の整備を大阪府に強く要望してこな

かったのか。どうしてこのようにこの砂川停車場

線がおくれておるのか。今までの市長が大阪府と

そういう形で折衝されてきたのか。その辺の経過

をひとつ教えていただきたい、このように思いま

す。

それから、特に優先順位なんですけれども、砂

川の駅前の方々にすれば、確かに平成９年に事業

認定を打って、この信達樽井線を６５億かけてや

る。ところが、砂川駅前はどうしてくれるんだと、

降ってわいたような牧野公園ができるんなら、ど

うして街路をやってくれないんだと、こういう思

いは、僕はあの周辺の方々に市政への理解を得る

のは大変難しい話ではないのかなと、このように

思いますけれども、市長の見解をひとつお聞かせ

いただきたいと思います。

その辺でひとつ答弁をいただきたいと思います。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、１点目の信達樽井線

をやる決意ということでございますけども、先ほ

ど都市計画決定のいきさつ、私も鮮明に覚えてお

りますが、そういう経過がありましたけれども、

都市計画決定されまして、市役所前をまず整備を

いたしました。幅員２０メーターでございます。

次に、長い路線でございますんで、どこをやるの

かということの中で、やはり早期にりんくうタウ

ンへつながないと、この道路の効用といいますか、

効果が非常に薄いということもございましたので、

旧２６号からりんくうタウンまでを事業認可を受

けまして、そして事業をやっておりました。

ただ、御承知のように用地買収から入らなきゃ

いけないということもございましたので、国庫補

助を受けているわけでございますけども、やはり

国庫補助を受けて用地を買うというのは、単年度

補助で買っていくというのはちょっとリスクがあ



るもんですから、先行取得でストックのあるとこ

ろから買い戻しという形で補助を受けて買い戻し

をやっておりました。

ただ、年間大体七、八千万という事業費で来た

ということで、用地の買い戻しをやってるとこも

ございますけども、目に見えて道路としての効果

がまだ発揮されておらないということはございま

した。このままいきますと、相当長い路線ですし、

それから今の通常の資金スキームでいきますと、

相当長い期間かかるということが考えられました。

そういうことは、他の地区に次のステップが見え

てこないということになります。

そうした中で、今回りんくうタウンにイオンの

進出ということが一定ございまして、その結果、

大阪府からもこの信達樽井線を早期にりんくうタ

ウンまで整備してほしいという話がございました。

それを受けまして、当然財源的な課題はございま

すけども、こういう機会をとらまえてやらないと、

なかなか短期間に道路というものはできない。こ

れは私のつたない経験、４０年ほど道つくりをや

ってきたわけでございますが、やっぱり過去をさ

かのぼりますと、オリンピック関連とか、あるい

は万博関連とか国体関連、あるいは空港関連とい

う、そういう関連でやった事業というのは、比較

的早く進捗しておったということもございます。

それ以外の道路は、やっぱり数十年単位でかか

っておるというのも事実でございましたんで、こ

れはやはりこの機会にこの泉南市の１つのメーン

道路を整備するということができれば、これは市

民にとりましても市にとりましても大きな課題解

決になっていくという判断のもとに、これを早期

に整備をすると、この機会をとらえて整備をする

という判断をしたところでございます。

ただ、御指摘ありましたように、一方では財政

上の問題がございます。健全化計画も御指摘あり

ましたように３年、５年の周期でやっております

けれども、特に税収の落ち込み等で初年度かなり

落ち込みがあったわけでございまして、赤が膨ら

んだという経過がございますんで、とても通常の

資金スキームではできないという中で、大阪府に

対しましても既存の制度、あるいは新設も含めて

お願いをしてきたところでございますが、府も御

－３２１－

承知のとおり、ああいう経済状況、財政状況でご

ざいますので、新たな制度ということについては

無理だということでございました。

ただ、既存の制度を活用することによって、泉

南市に財政負担の軽減を図っていきたいと、こう

いう話がありまして、覚書にありますように、当

面補助金とそれから臨道債と府貸付金と、一般財

源ゼロという形で対応していただくと。しかも、

金利も非常に安いということと、それから投資が

集中しますけども、国庫補助の確保については大

阪府が責任を持って国の方に要望して確保してい

くということと、府貸付金の枠も責任を持って対

応しますと、こういう話でございました。

したがって、今回そのチャンスを逃しますと、

毎年仮に七、八千万あるいは１億やったとしても

相当な期間がかかりますし、一方では約１７億円

の既に先行取得をやっておるという中で、一昨日

もごらんいただいたかと思いますが、後退してい

ただいた家屋あるいは工場もございますから、そ

の部分をやっぱり早く道路形態に仕上げなきゃい

けないという責任もございます。そういう意味か

ら、今回のチャンスをぜひ生かして、早期に整備

をする方が泉南市全体にとってプラスであるとい

う判断のもとにそういうきつい決断をいたしたと

ころでございます。

それと、合併を見越してのことかと、こういう

ことでございますが、一般質問等でもお答えいた

しましたように、現在の資金スキーム等ごらんい

ただけますように、今の時点では法定協もまだで

きておりません。そういう中で合併を前提にする

ということは当然できません。したがって、市単

独でいった場合を想定した財政のシミュレーショ

ンと。ただし、別枠という１つの考え方はありま

すけれども、そういう考え方で進んでおります。

ただ、もし合併ということになりましたら、そ

れぞれ市町継続事業、既に合併時点で行ってる事

業というのは、当然優先されるべきな事業になっ

てまいります。しかも、また特例債とかそういう

ものの活用ということも考えられますから、もし

合併ということになれば、今の資金スキームは当

然変わってまいるでしょうし、あるいは後年度負

担についても、スケールメリットの中でよりリス



ク回避ができるという考えは成り立つんじゃない

かなというふうに思いますけれども、今の時点で

は当然そういうことではなくて、市単独でのシミ

ュレーションで考えております。

それと財政健全化、３年で黒字化、５年で経常

収支改善と、こういうことでございますけども、

初年度、１４年度スタートしたわけでございます

が、１４年度から赤字が拡大してるではないかと、

こういうことでございまして、御指摘のとおり、

税収の落ち込みが非常に大きかったというのが事

実でございますけれども、しかし、これを踏まえ

て３年間で黒字化するという形に持っていくとい

う不退転の決意で臨んでおりますし、またこの１

４年度決算を踏まえて、今の健全化計画のさらな

る見直しを早急にいたしているところでございま

す。いずれにいたしましても、この健全化を達成

するという考え方で今後も取り組んでいきたいと

考えております。

それから、和泉砂川駅前の停車場線の関係でご

ざいますけども、今まで要望してこなかったのか

ということでございますが、つい最近まで再開発

手法で面的整備を行うという考えがございました

ので、再開発の場合は、当然道路も拡幅、再開発

事業の中で行うという考えでございましたので、

通常の街路事業という形ではなくて、再開発手法

で道路の拡幅を行うという前提で進んでおった関

係上、この部分については一定再開発で行うとい

う形で進んでおったわけでございます。

ただ、こういう経済状況が非常に悪化したとい

うこともありまして、再開発というのは、特に組

合施行ということになりますと、権利者組合でご

ざいますから、当然換地したフロアが処分されな

いといけない。それが回収できないと赤字になっ

て、最終的には市の一般財源の投入をしなきゃい

けないという事態に陥るわけでございますので、

再度検討した中で、準備組合の皆さんの御意向も

踏まえて、再開発については一たん休止をすると

いうことで、その間、本来整備すべき街路、道路

事業、それから駅前広場については公共が行うと。

残りの開発については民間開発で行うという一定

すみ分けを行いまして、休止という形に至ったと

ころでございます。

－３２２－

それを受けまして、泉南市ではバリアフリー調

査、また駅前広場の計画、そして砂川樫井線の牧

野から北１番の踏切までが事業認可をとっており

ますけども、今度は駅前までの事業認可の取得と、

それからあわせまして駅前広場の整備を行うとい

うことにいたした次第でございます。

そうなりましたので、今度は当然府道について

も再開発手法ではなくて、街路事業として整備を

していただかなければなりませんので、大阪府の

方にこのイオンがある以前から要望をいたしてお

りました。ただ、大阪府の方では財政再建プログ

ラムの中で一定の期間に行う事業プログラムとい

うのをつくっております。

泉南市におきましては、泉南岩出線なんかがそ

の継続事業という中に入ってるわけでございます

けども、停車場線については、御指摘ありました

ように現時点では入っておらないということがご

ざいます。

しかし、こういう新たな展開が発生いたしまし

たので、先般来から大阪府とこの停車場線の整備

について協議をいたしております。５月２０日に

鈴木副知事並びに孝石副知事、そして小川土木部

長にもお会いをいたしまして、泉南市としては信

達樽井線を整備するという決断をした中で、大阪

府も１つの決断をしてほしい。それは、和泉砂川

停車場線の整備であるということを申し上げたと

ころでございます。

土木部長の方も理解をいただきまして、大阪府

の方で整備をすると。それは、やっぱり砂川樫井

線が駅前まで１６メーターで整備をしてくれば、

停車場線が非常に狭い道路で、そこで急に狭くな

るということは、やはり道路構造上好ましくない

ということで整備をしたいというお話をいただき

ました。

ただ、先ほど言われましたように、事業プログ

ラムに現在では上っていないという情勢の中で、

どういう形で、あるいはどういう手法で整備をす

るかということについては、大阪府の本庁土木部

と、それから岸和田土木事務所、それと泉南市の

三者で今後協議をしていきましょうということに

なりました。

そして、６月１１日に１回目、顔合わせ程度だ



ったと聞いておりますが、土木事務所とそれから

大阪府の街路課、それと泉南市の方で第１回の会

合が開かれたということでございます。

ですから、この点については、今後具体にいつ

どのような形でというところの詰めをやっていか

なければいけないというふうに思っておりますの

で、本日の案件が御承認されたとすれば、早速ま

た府の方に参りまして、改めて副知事――今度孝

石副知事が退任されるということもございますの

で、後どなたがこの土木部あるいは建築部関係の

所管副知事になるかまだ決まっていないと聞いて

おりますが、その所管にもよりますけども、副知

事にこの辺をしっかりともう一度確認をさせて、

そして土木部への指示なり――これはなかなか下

からのボトムアップというわけにはいかないもん

だというふうに思いますので、やはりこの泉南市

が決断したように、大阪府としてもひとつ決断を

していただくと、こういうふうにしていきたいと。

一定の決断はいただいておりますけども、さらに

詰めをやっていかなければいけないというふうに

考えております。

いずれにいたしましても、砂川駅前というのは

本市の都市核の山側の拠点ということでございま

すんで、私どもの駅前広場整備、そして砂川樫井

線と接続する和泉砂川停車場線、府道ではござい

ますが、一体的に整備をしないとやはり効果が半

減するわけでございますんで、御指摘ありました

ように、今後はこの整備について全力で取り組ん

でまいりたいと考えております。

○議長（成田政彦君） 堀口議員。

○１５番（堀口武視君） 私は、財政論の中では細

かいことはもういろんな議員さんがやられてまい

りました。ただ、財政健全化計画を見た中で、果

たしてこの健全化計画が今示されたとおりに、少

なくとも市長の任期の間はこれでいけるのかなと、

そういう道筋が立つのかなと。

先ほども言いましたように、知事との覚書がほ

んとに１００％市長が信頼されてるのかどうかと

いうのが、僕は大変、今合併論を別に置いて、例

えば単独でやられるというシミュレーションのも

とでやられてるということでございますけれども、

単独でいくときには大変厳しい状況になっている

－３２３－

んではないかなと。

ただ、私はその辺で市長にお伺いしたいのは、

今このような状況の中でも、この信樽線を事業着

手して、絶対に泉南市の市民を路頭に迷わさない

んだと、再建団体に落とさないんだという確固た

る自信のある答弁をひとついただきたいなと、こ

のように思います。

それから、砂川駅前でございますけれども、こ

の議場の中でも私は以前から、この都計法で縛り

をかけた財産権をどうするんだと、早く着手して

ほしいという話を何回もしてまいりました。とこ

ろが、なかなかそのアクションとして起こってこ

ないということは、私は今もそう思っております。

現実に、今市長が御答弁をなされましたように、

大阪府にこのような形で申し入れてるんだという

んなら、確固たる担保をひとつ大阪府から取って

いただきたい。

例えば、砂川樫井線が１７年に駅前まで来る。

駅前広場が市の中で準備をされておる。そうした

ときに、街路があのような状態のままでは、先ほ

ども市長がおっしゃいましたように、砂川樫井線、

駅前広場が何の機能もしない、こういうことにな

ってくると思います。

だから、今市長がおっしゃるんなら、当然私は

あそこの砂川駅前周辺の住民が、市長が先ほども

井原さんの質問ですか和気さんの質問ですかに答

えられましたように、いろんな形で権利制限をさ

れておると。しかも、今回は旧２６から下はもっ

と厳しい権利制限がされるんだ、だから早くする

んだということですけれども、既に６１年から砂

川の駅前の方々は権利制限されてるんです。今言

うてるところには、そういう権利制限をされたっ

て何の支障もない方ばかりなんです。例えば、今

の旧２６から下、こういうことになれば、別にこ

れという支障のある方はないと思うんです。ただ、

砂川の駅前の方々は商売をされてる。そういう意

味では大変大きな影響を受けてるのは、この方々

だと思うんです。懸案事項としては、新家もああ

いうような状況でございます。だから、事業の優

先順位としてこの信樽が先なのかという思いは、

私は今も持っております。

その辺は、僕は大阪府に対して確固たるこの砂



川停車場線の担保をとっていただきたい。このこ

とをいつごろをめどに、これは時間がなかったら、

やるということだけでは担保にならないと思うん

です。いつまでにやるという担保を必ず近いうち

にとっていただきたい。それを議会に示していた

だきたいなと、このように思います。

それから、もう１つ、先ほども井原議員の方か

ら東洋クロスの話が出てまいりました。残念なが

ら、私は８日の視察の日にはほかの所用があって

出席できませんでした。私の行けない日にどうし

て設定してくれたんかなと、大変そういう思いで

いっぱいでございますけれども、ちまたに言われ

ております３４億ですか、このことはだれが考え

ても、我々議員も、あるいは市民の方々が考えて

も、何度も議員さんがおっしゃってますが、なか

なか理解をすることができない。

これだけの果たして今対象となっている東洋ク

ロスの敷地は、財産区を除いて、買収予定の敷地

はどのぐらいになっておるのか。私は、当然この

ことは客観的に結果として出てきたときに、なる

ほど市長が汗をかいたんだという結果でなかった

らいけないんじゃないかなと。しかも、東洋クロ

スというのは、御存じのように上場企業でござい

ます。そこらのちゃちな会社ではございません。

市を挙げて、あるいは市長を挙げてのプロジェク

トに当然クロス自身が私は協力すべきだと。

そのことは、僕は先ほども市長は何か社長と会

ったという御答弁をされておりましたけども、東

洋クロスのトップと市長がひざ詰め談判をしてで

もこのことは解決すべき問題ではないかなと、こ

のように思います。

それが解決というのは、結果的に見てですよ、

客観的に見て、ああ市長がほんとにこのことにつ

いてクロスと真摯にやったんだなと。このことを

大阪府に任してしまいますとですね、市長、私も

経験がございますけれども、用地については単価

がはっきりしております。これについてははっき

り出てくるんですね。

ところが、補償という部分については大変あい

まいもこなもんがあるんですね。国交省の基準で

やられると言いますけれども、例えばクロスの財

務諸表が少し書きかえられるだけで補償が大変変
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わってくる。あるいは、会社の流れがちょっとさ

わられるだけで補償状況が大変変わってくる。こ

ういう部分を多く含んでるわけですね。そのこと

はクロスの良識に頼るしかないと、私はそう思う

んですね。だから、その辺は市長がクロスのトッ

プとほんとにひざを交えて真摯に御協力をお願い

するという姿勢が市民にとっても必要なんじゃな

いかなと。

それと、その交渉経過は逐次に我々にもお知ら

せをしていただきたい。ガラス張りにしていただ

きたい。この辺をひとつ市長の見解をお伺いした

いと思います。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、覚書ですね。知事と

の覚書、１００％信用してるのかと、こういうこ

とでございますが、当然大阪府の代表者と泉南市

の代表者が結んだ覚書でございますから、これは

当然双方１００％信頼をしないと成り立っていか

ない話でございますから、私は当然そういう信頼

のもとにあの覚書を結んだところでございます。

もしそれを違えるようなことがあれば、それはも

う当然、泉南市代表としてきちっと大阪府全体と

して責任をとってもらわなきゃいけないというこ

とになってくるというふうに思います。

それと、信達樽井線を今の時期にやるというこ

とについて、特に財政上も含めて自信があるのか

ということでございます。健全化計画という通常

のベースのものはベースとして、健全化の中でや

っていくという形になっております。今回の部分

は、一応急に出てきたということもございますけ

れども、外枠という形での対応を考えております。

そのスキームでないと我々はやれないということ

で大阪府に申し上げて、その外枠のスキームの中

で国庫補助と臨時道路債とそれから府貸付金とで

処理をしていきましょうと。

もし、それがいろいろその税収も含めての話で

ございますが、当初予想したよりも変わってくる

と、危険側に変わってくるということであれば、

財政上の特段の配慮、あるいは財政状況に応じて

協議をすると、そういう覚書でもって担保をいた

しますと、こういうことでございますんで、私と

すれば、そういう１つの財政的な裏づけをもとに、



この機会を生かしてやらないと、本当に３０年、

あるいはもっと以上かもわかりませんが、できな

い事業でございますから、この際にもう自信を持

ってこの道路を仕上げていきたいと、こういうふ

うに考えております。

それから、東洋クロスとの関係でございますけ

れども、先般、東洋クロスの社長、それから本店

長初め関係者とお話し合いをさしていただきまし

て、特に今話題となっている補償の件でございま

すけども――失礼しました、６月１１日でござい

ます。

補償の件でございますけれども、とにかくお互

いに一番廉価な、安価な方法でこの交渉をしてい

きましょうということ。それと国土交通省の公共

事業の損失補償基準に基づいてやりますけれども、

その中でも最も安い方法でもってお互いにやって

いきましょうということと、それと今の時代でご

ざいますから、やはり今堀口議員言われたように

ガラス張りできちっと市民の皆さん、あるいは議

会の皆さんにも理解いただけるような内容で、ガ

ラス張りでやっていきましょうということ。

それと、できるだけ営業補償といいますか、そ

れのないようにということでお話をいたしまして、

当然クロスさんも上場企業という１つのプライド

もございますから、クロスとしてもそういう立場

でお話し合いをさしていただきたいと、こういう

話でございました。

ただ、工場が非常に密集いたしておりますので、

営業補償をしないという、工場を継続しながら移

転ということになれば、今かかる部分の物件をど

こかに移転しなきゃいけない。その移転場所によ

っては、そこにある物件を先に移さなきゃいけな

いという、この玉突きの補償というのが出てくる

というふうに思います。

ですから、それらも含めて、この予算で調査費

をいただくことになっておりますので、詳細な調

査とそれから移転方法、それから再建築の方法、

こういうものを調査の中で行って、そして一定の

考え方を持った中で交渉に当たりたい。もちろん、

その中では交渉は大阪府に委託という形になりま

すけども、その補償額、あるいは補償の内容とか

いうのは泉南市の了解をとってやると、こういう
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一定の歯どめをかけておりますので、我々も当然

職員も参画した中でやっていくということでござ

いますので、御理解をいただきたいと思います。

それと、あと買収面積等については、担当の方

から報告をさせます。

○議長（成田政彦君） 向井都市整備部次長。

○都市整備部次長（向井清泰君） 信達樽井線の事

業用地で東洋クロスの敷地に係る面積は、２，８８

３．４６平米でございます。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 答弁漏れございました。

和泉砂川停車場線のいつからやるのかというの

をきっちりと大阪府から回答をもらうようにと、

こういうことでございます。

当然、我々もそのつもりでおります。さっき、

事業プログラムに乗っておらないというのも確か

でございます。それはいわゆる街路事業としては

乗っておらないわけなんで、私ども提案したのは、

もちろん本来は街路事業でやるべきなんですが、

また違う手法、例えばバリアフリーの中の歩道設

置とか、いわゆる交通安全対策事業で拡幅して、

歩道設置して整備をするという方法もあるじゃな

いかということを申し上げて、それも含めて大阪

府としては検討したいと、こういう回答でござい

ました。

ですから、この議案が御承認いただければ、改

めて具体のおっしゃったような整備の手法のあり

方、それと時期の問題、これについて詰めていき

たいというふうに考えております。

○議長（成田政彦君） 堀口議員。

○１５番（堀口武視君） 市長の御答弁の中で、知

事との覚書は１００％信頼されてると、こういう

話が出てました。ただ、私も一時、平成６年です

か、空港関連に関する中川知事との覚書にも私の

名前も入れたことがあります。しかし、このこと

は、市長も御存じのように、土取りも、あるいは

病院問題も、あるいは南ルートにしても今僕はあ

る意味では大阪府にほごにされたと、このように

思ってます。その時点で、僕は大阪府との信頼関

係はこんなもんなのかなと、例えば上位機関と市

との関係はこのぐらいの信頼関係しかないのかな



と、大変寂しい思いをいたしました。こうも簡単

にほごにされるのかなという思いは、今も私は変

わっておりません。

ただ、市長がそこまでこの覚書について信頼を

されるのなら、もう少し中身として、きょう午前

中も論議があったように、具体的な中身としても

う一度覚書を交わしていただくと、こういうこと

はぜひお願いをしたいなと、このように思います。

それと、財政について、市長ね、私は初めに言

いましたけども、市長の答弁いかんによって我々

議員が判断をしたい、この大変な問題に議員とし

ての責任ある判断をしたい、こういう中で、私は

市長にお願いしたいのは、大丈夫なんだと、任し

ておけという胸をたたけるような自信のある回答

をいただきたい、こういうように思います。もう

一度お願いをしたいと思います。

それから、砂川停車場について。この知事との

覚書ですけど、こういう覚書ができるんなら、僕

は砂川停車場線についてもちゃんと覚書を交わし

ていただきたいなと、このように思います。

だから、その辺も含めて、これは今やれと言っ

たって無理な話でしょうから、近いスパンの中で

当然大阪府と覚書を交わしていただきたい。何年

までにやるんだという覚書を交わしていただきた

い。このことに御答弁をいただいて、私の質問を

終わります。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 信達樽井線、事業中の道路

とはいえ、今回非常に大きな事業費をもって短期

間に整備をするということでございますんで、こ

れの財政の裏づけ、あるいは自信がなければ当然

できないわけでございまして、私もいろんな角度

から検討し、また大阪府とも交渉してまいった中

で、一応別枠という形での採算をとれるというこ

とを前提にやるということを申し上げております

ので、私としてはこの際にやっておかないと二度

ととは言いませんが、相当長期間にわたってでき

ない事業だということでございますんで、それを

前提にやるということにいたしましたので、その

自信はあります。

それと、砂川駅前の道路整備については、その

前提ではございませんけれども、やはり今回の泉
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南市がこれだけの決断をするということを１つの

インパクトに、大阪府も決断をしなさいというこ

とで迫っているわけでございますんで、この議案

いかんにかかわりますけれども、御可決いただけ

たとすれば、早速その辺の詰めをしていきたいと

いうふうに思っております。（傍聴席より発言す

る者あり）

○議長（成田政彦君） 傍聴席は静かに。ほかに。

――――北出議員。

○１２番（北出寧啓君） 堀口議員と二、三点重な

ると思うんですけれども、何点か質問さしていた

だきたいと思います。

まず、今回の東洋クロスの補償問題なんですけ

ども、市長は今、国交省の損失補償基準というふ

うに言われましたけれども、この辺が我々、恐ら

くこれは公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱

という閣議決定のやつだと思うんですけれども、

その中で我々まだ明示的でないんで、それはいろ

んな疑問とか出てくるんで、これから今回の議決

で一応コンサルタント、それから府あるいは市と

の協議の上で、今おっしゃられたような最低費用

でやるということだと思うんですけれども、３０

数億というふうに提示された概算の基準が一体ど

んな形でやられたのか。恐らく、それは最大値で

はないのかというふうに考えておるんですけれど

も、その辺の説明をいただきたいと思います。

それから、今お伺いしたところ、営業補償はで

きるだけないということなんですけれども、だか

らこれは営業補償というのは移転工法とも不可分

にかかわってまいりますし、その場合、例えば商

品の問題とか、あるいは固定的経費の問題とか、

従業員の休業とか、あるいはもっといえば収益減

補償とか、営業休止補償とか、その辺すべて移転

工法とも絡んでくると思うんですけども、おっし

ゃるように、そういう営業補償関係をできるだけ

最低限にするということなんで、その辺の方法及

び、できたら概算枠の、繰り返しになりますけど

も、算定方法がどんなふうに考えられたのかとい

うことをちょっとお聞きしたいと思います。

それと、私は現地視察、堀口議員と同じで行け

なかったんですけれども、聞くところによると、

例えば高架道路の下の買収部分が単にそれだけに



とどまらないと。だから、それを移動することに

よって将棋倒しのように各工場が移転せざるを得

ないというようなこともありますので、だから補

償地域、区間だけでなくて、それに伴って移動す

るような建物等を含めたら、全体の何割が動くの

か、その辺を含めた上で概算出してこられたんだ

と思うんですけれども、その辺の御説明を願いた

いと思います。

これは単なる意見ですけれども、そこまで全体

の移動が、建物の移動が、移転工法をどんなにし

てやられるのか知りませんけれども、大規模に行

われるんだったら、例えばりんくうタウンの埋め

立て要件が大阪湾の浄化とか、そのために各工場

群をりんくうタウンへ移設するということが金科

玉条というか、そういうふうな規範的なものとし

て当初位置づけられたわけですから、例えばそう

いう移転をできないものか。その辺の考え方は、

もはや選択肢としてはないのか。その辺もできた

らお聞かせ願いたいと思います。

それで、我々は不安がある部分というのは、今

これだけ財政破綻、財政危機なんだと。財政再建

政策も当初の計画がかなり大幅に修正を余儀なく

されていると。それは、外枠ということで信達樽

井線の工事が行われるにせよ、住民全体の、市民

全体の信頼を得るには、少なくとも一般会計上の

再建再生策をどのように軌道に乗せていくか。そ

して、その効果性、実効性を市民に対していかに

提示できるかと、そのような問題だと思うわけで

す。

その点に関連して神田助役の方は、経常経費の

問題というのは集約的に述べられておりますけれ

ども、公債費はそんなに変化を起こしにくい。主

には人件費になると思います。その次に、扶助費

の問題が出てくるのかなと思います。その辺が明

示的にならなければ信達樽井線も、これはもう定

かでないなというふうな不安はぬぐえない。

そういう観点から改めてお問いかけいたします

けれども、例えばこの間、清掃業務の民営化等、

保育所、幼稚園統廃合を含めてずっと問題が提起

されて、解決されないまま来てるわけですね。

ちなみに、阪南市の場合は今清掃課職員は５０

名です。その中で、既に泉南市と異なってアルバ
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イトが２０名なんですね。この段階で職員組合の

自己改革という枠組みで、９月末に５０名のうち

のアルバイトの２０名の契約が切れると。そうす

ると、１０月１日で厳正な試験の後、１０名の新

規採用を見込むということで改革の方向を考えて

おります。

あるいは、今回勧奨退職が来年４９名、自然退

職５名、再雇用退職２名ということで、総勢５６

名の退職が予定されていると。その中で、新規採

用というのが大体３割程度だというふうに聞いて

おりますが、このように大幅な人件費削減の大胆

な施策を展開してます。それはもちろん、個々の

職員の意思決定、自分の自主決定だということな

んで、それは非常に難しいのはよくわかります。

ただ、こういう流れが一方にあります。

もう１つ事例を言わせていただければ、よく事

例に挙がるわけですけれども、河内長野市なんか

はうちの倍の人口規模で人件費が約７０億円。う

ちは６５億円ですよね。だから、うちは人件費と

して倍近くかかってるわけです。ちなみに、１，０

００人当たりの職員数は、河内長野市が５人で、

うちは９．６人ですね。

こういう形で、人件費の過剰というのは集約的

に示されています。その結果、我々市民の日常生

活にかかわる普通建設事業費、これが河内長野市

は１０５億円に対して私とこは２３億円にすぎな

い。こういう形で市民の基本的な生活権にかかわ

る生活基本整備がおくれているというふうなこと

にもなっております。そういうことを含めて、人

件費の問題をどのように改めて考えておられるの

か。そこがなければ、再建政策はもう破綻したま

まになると思います。

扶助費の問題に関しましても、削減できる方法

はあるのか。あれば示していただきたいと思いま

す。公債費のことは、おおむね公共事業が別枠を

除いて段階的に規模縮小になっておりますので、

これ以上は難しいと思いますので、その辺は今回

は問いません。

もう１点、人件費に絡んでもう少しだけ指摘さ

していただきますけれども、再度、言われてるこ

とですけれども、泉南市の園児１人当たりの人件

費は今で９４万円なんですね。府下平均が５８万



円と。それから、保育所の人件費が児童１人当た

り１５０万円かかっております。河内長野市は一

たん財政再建団体に転落しておりますので、それ

も含めて民営化が軌道に乗って、過大な人件費と

いうことがこれまで抑制されてきたという歴史的

経過もあります。

そういうことを含めて、その点で市民に対して

信頼を持って私は一般会計もきちっと健全化軌道

に乗せていくんだと、それを進めながら信達樽井

線の建設にかかるんだと。あるいは、合併に及ん

ででも、財政破綻的合併ではなくて、自主独立で

財政再建を目指しながら、あるいは市民との協働

を組み立てていきながら合併なりに向かうんだと。

その辺の観点をやっぱりきちっと説明して、責任

ある文言をいただきたいということで、その点御

回答をお願いいたします。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 補償の細かい話はまた原課

からお答えするとして、りんくうタウンへの移転

については、りんくうタウンを埋め立てたときか

ら、当初からその企業には我々、それと大阪府も

含めて移転をされてはどうですかと。道路にもか

かりますしね。我々としても樽井駅前の整備が進

むと。海側の整備が進むということもあって、大

分お話をさしていただいた経過がございますが、

その企業といたしましては、なかなかそこへ移る

だけの体力がないということで、現在の敷地の中

で稼働をしたいと、こういうことでございまして、

これは１回だけではなくて数回そういうお話をさ

していただいた経緯があるんですけれども、やは

り採算上、あるいは新規のいろんなコストを含め

て、工場を全部新しくつくらなきゃいけないとい

う問題がありますので、それらを勘案した中では、

それだけの企業としての体力がないということで

断念せざるを得ないという回答をいただいたとこ

ろでございました。我々も当初からそういうお誘

いというか、できるだけ出ていただきたいという

ことを申し上げておったわけでございます。残念

ながら、現在の敷地の中で営業したいと、こうい

うことでございました。

それと、健全化の中の人件費、公債費、扶助費

等ありますが、公債費は、残高は平成９年がピー

－３２８－

クでございまして、それは減ってきております。

返済の方が、償還が平成１４年度ピークというこ

とで、これもピークアウトしてるわけでございま

すが、なかなか急には減りませんので、やはり公

債費の占める割合というのはかなり高いというの

も事実でございます。

あと人件費、御指摘のように相当高かったわけ

でございまして、我々もここにやっぱりメスを入

れないと構造的改革ができないということで、職

員数の全体としての抑制あるいは削減、あるいは

いろいろなさまざまな給与体系面での見直しもや

ってまいりました。しかし、なかなか急にドラス

チックにやれない部分もございますから、かなり

退職者に対して雇用が非常に少なく、あるいは今

後は不採用も含めて検討いたしておりますけども、

相当抑制はしてきておりまして、人件費もかなり

以前よりはトータルとしては減って、６０億ぐら

いだというふうに思いますが、そういうふうに削

減をしてまいりました。

しかし、まだこの部分をもっと減らさないと、

経常収支比率の改善というのはなかなか厳しゅう

ございますので、今御指摘いただいたような直営

部門の民営化、アウトソーシングということも含

めて、速度を速めないといけないと思ってます。

したがって、もう一度今その辺のタイムスケジュ

ールも含めて検討いたしております。

したがって、着実にそれを遂行していかないと、

トータルとしての人件費が減らない、あるいは経

常収支比率が改善されないと、こういうことにな

りますので、御指摘いただいた分については十分

我々も認識をいたしておりますし、そういう方向

にやっぱり持っていくべきだというふうに考えて

おりますので、速度を速めるようにしたいという

ふうに考えております。

○議長（成田政彦君） 土井都市整備部参事。

○都市整備部参事（土井 聡君） 東洋クロスの概

算、どのような基準でやったのか、それは最大値

であるのかといった御質問だったと思いますけど

も、大型工場につきましては平成１０年に、中に

あるすべての建物、１１５棟ぐらいあったと思い

ますけど、調査しております。なぜすべて調査を

したかといいますと、今現在クロスさんが使用さ



れている工場面積は約５万平米ございますけども、

そこで道路を築造しますと約７％面積が減ってし

まうと。残り９３％の中で再構築が可能かどうか、

その場合、法で定められている建ぺい率とか容積

率を満たすことができるのか、そういった調査を

やりました。

その中で、そういった法を守って構内で再構築

が可能であるといったことも判明しております。

それで、全体の配置等も当然図面に落として、現

在延べ床面積で約４，０００平米が支障になるわけ

なんですけど、それをどの位置にどう持っていっ

たらいいのかといったことも当然検討していかな

ければならない。その中で、我々の検討が正しい

のかどうかというのは、今後国交省とかと事前協

議を重ねて最終的に決まるわけなんですけども、

この概算で出したときは、当然、営業補償はどれ

だけであるとか、機械のおのおのの値段であると

か、個別個別の細かい算出までしておらないので、

かなり推測、推定でもって額を算出したわけでご

ざいますけども、これが最大なのかということな

んですけど、今現時点においては、恐らくこれを

超えることはないであろうなというふうには考え

ております。

それから、どの程度動かさなければならないの

か。これは非常に難しい問題ですけど、同等規模

以上、まず４，０００平米かかれば、その４，０００

平米以上ぐらいの関連施設が動く可能性が非常に

高いというふうには考えております。それにつき

ましても詳細調査をして、ほんといえばどれをど

の程度動かすのが従前の機能回復に当たるのかと

いったこともかなり検討しなければならないので、

現時点ではかなり大ざっぱな回答にしかなりませ

んけども、御理解のほどよろしくお願い申し上げ

ます。

○議長（成田政彦君） 神田助役。

○助役（神田経治君） 私の方から、いわゆる再建

策の中で人件費について、改めてどうやっていく

のかというお話でございますけれども、これにつ

きましては、健全化計画の中で原則退職不補充と、

これをまず基本に守っていきたい。それと、現在

国の基準に比べて、泉南市のいろんな職員給与に

ついて、いわゆる上回っているようなものがあれ
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ば、それについては再度見直しをしていきたいと

いうことで、現在それの検討の作業を進めている

ところでございます。

それから、扶助費について削減ができるのかと

いうことでございますが、これについては非常に

市民の方直接にかかわる部分がございます。そう

いった面で、現在扶助費の部分について、国庫の

基準に比べて上回ってるものがあるのかどうか、

そういったことについての分析を財政当局に指示

をしております。

それと、基本的には単独の扶助費については、

補助金の削減という形の中で一定見直しを進めて

おりますけれども、それ以外にそういう国基準を

上回っているものについては、先ほど市長が申し

ましたように、縮減の方向でさらに速度を速めて

具体化を図ってまいりたいと、こういうふうに考

えてございます。

それから、合併の関係で、財政破綻的な合併で

はなくてと、こういうことでございますが、これ

はもちろん我々そういうふうに思っております。

各市町、それぞれ財政健全化計画あるいは行革計

画、これをつくっておられますので、我々として

も今の赤字をそのまま仮に合併ということになり

ましたときに、新しい市に引き継ぐということじ

ゃなくて、道筋がきちっとつけれるような形で、

仮に合併するとしたらそういった真摯に引き継い

でまいりたいと、こういうふうに考えてございま

す。

〔北出寧啓君「議長、答弁が営業関連はどんな

扱いにするのかというのがまだ。わからなか

ったら、わからないでいいんですけど。休業

手当とか収益減補償とか、そういうふうなこ

とは考慮されてるのかということで、わから

なかったらわからないでいいです。答弁して

ください」と呼ぶ〕

○議長（成田政彦君） 土井都市整備部参事。

○都市整備部参事（土井 聡君） 営業関係でござ

いますけども、相手方からそういった資料を求め

て最終的に出すわけですが、今現在そういう細か

いところまではやっておりません。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 北出議員。



○１２番（北出寧啓君） 冒頭でも申し上げました

けど、市長もお答えになっておられるし、国交省

の損失補償基準を使いながらやるということが基

本で、ガラス張りでやるということですよね。や

っぱり我々に対して不明であったのは、ちょっと

どうだったのかと思うんですけれども、つまり手

順が、例えば今回の議決があれば、そこで委託す

るわけですよね。それで上がってきたものを府及

び市の職員が最も安価な形での選択肢を再構築し

ていくと。それで、決まったものを再度予算とし

て計上してくるという形なんですね。

我々にはその辺が極めて不明でありましたし、

今申し上げたような算定基準等、算定方法等、や

っぱりもう少し、一定もうちょっと明らかであれ

ば、そんなに紛糾することもその部分はなかった

のではないかなと思いますので、できるだけ説明

責任を果たしていただけるように要請したいと思

います。

それで、前から真砂議員も指摘されて、私も指

摘してますけど、民営化に当たって、泉南市は現

業職と一般職の異動が困難であるというふうに伺

っております。この間ちょっと阪南市に問い合わ

せたんですけれども、やっぱ阪南市も民営化の移

行に当たって、現業職を一般職に選抜してきてる

と。極めて有能なんだという話で、一般職として

も有能に果たしてもらってるというふうに聞かし

ていただきました。そういうことで制度的な措置

を当然早めていかなきゃならないと思うんですけ

れども、その辺についてのお考えを示していただ

きたいと思います。

地方自治体は、もう今後は行政経営なんだと。

やっぱり地方政治、地方行政の枠組みは、市役所

は行政経営、住民自治は住民参画、住民との協働

である。この大きな枠組みの中で今後の地方行政、

地方政治は動いていくと思います。それに当たっ

て、当然各自治体職員というのは、その当該市町

村の具体的な内容、財政、すべて含んで一番把握

してるのは行政職員でありますし、その人たちが

率先してまち興し、まちづくりに参画していかな

ければいけないだろうと。

それと同時に、当然行政経営に当たって、各管

理職等が単年度予算が、例えば予算計上だけでそ
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れを年度内に使い果たすんじゃなくて、それがど

のような効果なり成果をおさめてるのかというふ

うなことですね。そういうことをやっぱりもっと

早く学んでいただきたいと。

この間の神田助役の答弁で、今月も７月下旬に

管理職に対しては行政評価の講習会を持つと。さ

らに、できたら８月に管理職合宿を行って行政評

価の手法を、いかに市民から受け取った税を効果

的に市民の納得のいくように運用するのかと。そ

ういうことの方法及び考え方ですね。これを周知

していただかなきゃ困ると。そういう流れの中で

位置づけていらっしゃると思うんですけれども、

その点もう少し、今こうやるんだと、こういう課

題なんだと、これとこれについて行政経営をもっ

と徹底するんだというふうな枠組みをお示し願い

たいと思います。

それと、さっき神田助役が言われた、扶助費の

内部で国庫基準に比べて上回ってるものは結構あ

るように私も思います。例えばどういう部門でど

のような形で――今、調査中だとのことですけれ

ども、上回ってるものがあるのか。もちろん、い

い意味で上乗せ、横出しというふうな各自治体の

自主性にかんがみたものはあると思います。それ

を考慮しながら、なおかつ不用意にというんです

か、過剰に国庫基準に比べて上回っているものが、

例えばどういうものがあるのか、わかっておれば

お示し願いたい。わからなければ、今後お示し、

今調査に入ってるとおっしゃることですから、扶

助費の削減について現在の段階でのわかっている

事項をお示し願いたいと思います。

私は、当然こういう人件費を中心とした経常経

費が余りにも泉南市の財政を圧迫してると。その

ことによって、やっぱり市民生活に結びついた基

盤整備等、市民サービスが圧倒的に縮減を受けて

る、余儀なくされてるということが第一の問題点

でありますから、その点について極めて明快な御

説明を再度お願いしたいと思います。

それと、統廃合の問題は、昨年度もいろんな問

題が惹起し、一たん中断を余儀なくされておりま

すけれども、しかしはっきり申し上げて、今６０

億円ぐらいになったと市長おっしゃられましたけ

れども、これ河内長野市と比べて人件費の差はど



こにあるかといいますと、例えば幼稚園ですね。

これが約５億円ですね。保育所が約１０億円。合

わせて大体１５億円ですね。それから、清掃業務

が１人頭６９９万円で５０人ですから３億５，００

０万円。人件費だけですね。これで大体１８億か

ら１９億の人件費がかかっているというふうなこ

とでございます。

当然、私は再度指摘さしていただきますけれど

も、例えば民営化が悪いと、民営化は経営、経営

で利潤至上主義だからだめだという話は、もはや

ないと思うんですね。今の福祉国家が衰退して、

お上の公性というのが非常に腐敗してきたことも

ありまして、市民社会で我々を含めて市民が新し

い協働を打ち立てて、新しい公共性を打ち立てて

いくと。その中で行政の、お上の論理と対抗して

新たなる公共性を形成していくというのが、我々

及び市民に与えられた課題でもあるわけですね。

そういう観点からして、民営化が悪いというのは

旧来の俗論でありまして、その中における民と官

との正当な競争関係を打ち立てていくことが、我

々の新しく確立していく基盤ともなってくると思

います。そういう観点から、改めて御答弁をお願

いしたいと思います。

○議長（成田政彦君） 神田助役。

○助役（神田経治君） 私の方から、職員の意識改

革という観点からの御質問についてお答えをさし

ていただきたいと思います。

まず、現在の泉南市の財政状況を含めて、置か

れている状況というものを職員の方々にきちっと

認識をしていただくと。そのための理事者として

の情報提供をすると。それと、やはり今の世の中

の流れの中で、特に行政についての説明責任、そ

ういったものが求められているという中で、行政

評価についての一定の基本的な指針を今回つくり

ましたので、そういったものについて職員の皆さ

ん方にきちっと御説明をし、理解を得ると。

それから、財政状況については、やはり今の健

全化計画の内容と今回御指摘をいただいておりま

すように実際とのギャップがございますので、そ

れについての原因分析をきちっとした上で認識を

していただき、そして行政評価という指標も使い

ながら、ボトムアップという形で、一定の目標は
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示す必要があろうかと思いますけれども、職員一

人一人の方々がみずから泉南市役所をよりよい方

向に変えていこうという意識を持っていただく。

そういう意味で７月の下旬に管理職と一般職と分

けますけれども、基本的には全職員の方に参加を

していただき、そういった研修会といいますか、

勉強会をさしていただこうと思っております。

それから、現在検討中でございますが、８月に

は特にきょう議場に座っている幹部の職員、そう

いった方々と市長を交えて、今の泉南市の状況に

ついてのディスカッション、そういったものをし

ていきたいということで、現在企画をしてるとこ

ろでございます。もちろん、それだけじゃござい

ませんけども、そういったことを１つの契機とし

て、泉南市の行政改革あるいは財政再建について、

一人一人が一丸となってこの難しい課題に取り組

んでまいりたいと、そういうふうに考えてござい

ます。

それから、２点目の国庫基準の上乗せをしてる

ものはどのようなものがあるのかということでご

ざいますけども、これはちょっと現在調査中でご

ざいますので、具体の項目というのは今把握をし

ておりませんので、また改めましてお示しをして

まいりたいというふうに考えてございます。

その余の分につきましては、総務部長の方から

御答弁をさしていただきます。

○議長（成田政彦君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） 最初の施設の民営化に

当たっての、具体的に現業職の扱いというとこら

辺の質問についてでございますけれども、この民

間委託とか、あるいは施設の民営化につきまして

は、単なるコスト削減とかいうものだけでなく、

構造改革の中核的な手法であるというふうに考え

られております。

そして、この民間委託等への委託の推進につき

ましては、先ほど議員御指摘のように、現在従事

している職員の処遇については、新たな分野等で

能力が最大限発揮されるよう十分配慮することが

必要であると思います。

そういった中で、一番大きな問題としては、働

いてる方々をどういうふうに職種がえしていくか

というとこら辺、この辺が一番大きな問題になっ



てきます。ですから、この部分につきましては、

当然職員の新規採用を抑えるというようなことも

１つには人事問題ですね、効果的なものが生まれ

てくるであろうと、そのように思っております。

ですから、この辺も踏まえまして、特に今後必要

部署への職員の配置転換を考えるということもあ

って、この実施に当たっての方策、これについて

はまた関係団体との話し合いもございますけれど

も、その辺で考えてまいりたいと、このように考

えております。

以上です。

○議長（成田政彦君） 梶本教育長。

○教育長（梶本邦光君） 幼稚園の統廃合問題につ

いて、教育委員会の現在の考え方を申し上げたい

と思います。

泉南市の財政状況は非常に厳しいということで

ありまして、教育委員会も当然、行財政改革、聖

域はないということでございますので、幼稚園問

題につきましても行財政改革という視点で、ある

いはまた御指摘いただきましたような全市的な視

点であるとかそういったこと、保幼の一元化の問

題であるとか、そういった視点で今検討中である

ということで御答弁申し上げたいと思います。

以上です。

○議長（成田政彦君） 北出議員。

○１２番（北出寧啓君） 教育長にあられても、私

申し上げましたように、例えば中学校なんかはほ

んとの政治教育――政治というのは党の云々じゃ

なくて、ほんとの市民生活全般にわたるのが政治

に集約されるわけで、例えば泉南市の議会とか地

方自治体がどんなことをやってるのかというふう

な、そういうことも含めて全体的な公共性という

んですか、ともに立ち上げようという、そういう

観点をやっぱりこれからも推進していただきたい

と思いますし、統廃合は悪い、民営化が悪いとい

うことでは決してなくて、やっぱり新たな共とい

うんですか、公共性を立ち上げる、市民の中から

ですね。それと市役所が合体して、協働関係の中

でされてきた旧来の共同体を、あるいは公共性を

組み立てていくという、そこを自信を持って推進

していただきたいなと思いますので、よろしくお

願いいたします。
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それと、合併は、一応このままの予定では１７

年ということでございますから、１８年というの

は、総務省はもう１８年まで１年繰り延べはしな

い。１７年でやっぱり期限つきにするというふう

な方向へちょっと転じてきたみたいでございます。

一方では、東北の各町村が合併反対ということで

かなり大規模な動きを示しております。そういう

非常に先鋭化された局面に今なってきてると思う

んです。

個別――だから今申し上げたように、例えば泉

南市は５００億円余り負債、泉佐野市が１，５００

億円余り負債を抱えてます。２つ合わして２，００

０億円でございます。阪南市は２００数十億で、

田尻町は空港関連税があると。お互い立場が異な

りますので、負債が多い泉南市と泉佐野市は、勝

手に合併してくれみたいなとこもあるかもわから

ない。そのために、我々もさっき申し上げたよう

に、健全化政策を完全に実施していただいて、や

っぱり泉南市は単独でこういう形まで再建できる

んだと、合併するんだったらそういう枠組みでや

るんだと、あるいはもう合併しないで単独でもや

れるんだというふうな、住民自治を軸とした枠組

みを一方では考えていただきたいと思います。

もちろん、日本の財政状況から考えたら、一定

合併を要求される部分、特に大阪府下の市町村は

そういう部分は強いとは思います。それは難しい

判断で、住民の方々の判断も含めて判断されると

思いますので、それ以上深くは問いませんけれど

も、少なくとも一応１７年合併ということがある

限り、例えば財政再建政策でことしは１５年です

から、１６年ですね、来年それなりに大胆な改革

をきちっと打ち出さなければ、やっぱり他市との

関連性においても非常にちぐはぐな、迷走するよ

うな問題が惹起してくるんではないかというふう

に恐れます。

そういう観点で市長の、財政再建策はもう市民

の不信も払拭すると、私は自信を持ってやるんだ

と、やっぱり短期的に早急にやり遂げていくんだ

というふうなことで、堀口議員じゃございません

けれども、改めて決意表明をしていただきたいと

思います。

○議長（成田政彦君） 向井市長。



○市長（向井通彦君） まず、健全化、１６年黒字

という部分と、それから１８年ですね、経常収支

比率の１０ポイント低下と、こういう部分につい

ては健全化の中でお示しをしておりますから、こ

れは当然やり遂げるという覚悟でやります。それ

と信達樽井線というのは、さっき言いましたよう

に別の資金スキームで行います。

それと、合併の方はこれからどうなるかわかり

ませんけれども、御指摘ありましたように、当然

合併する考え方、理念というのは、財政に特化し

たようなことではなくて、やっぱり地方分権の時

代、あるいは自主的な政策推進を行うというだけ

の基盤をきっちりと確立するという立場と、それ

から御指摘あったような一方の切り口では、やっ

ぱりこれからは行政と市民との協働という部分も

踏まえて、もしそういうふうに進むとすれば、合

併の理念構築をしていくべきだというふうに考え

ております。

○議長（成田政彦君） ほかに質問ありませんか。

――――島原議員。

○１６番（島原正嗣君） 恐らく一番最後のこの議

案に対する質問者かと思います。私は、生まれつ

き口下手で、人の前に行きますと市長のような手

腕、力量を持って御答弁あるいは質問することも

できません。ただひたすら、ささやかな質問でご

ざいますけれども、誠心誠意を尽くして行政の方

も御答弁していただくようにお願いを申し上げま

す。

市長は時々おしかりになることがありますが、

私は議会にデビューしたのは昭和３５年でござい

まして、喜納朝則町長、それから上林市長、その

次だれやったかな。稲留市長やったかな。浅羽さ

んかいな。浅羽さんの後、稲留さんやったんけ。

浅羽市長の場合、よく私も覚えてるわけですが、

この市長は市長の恩師かどうかわかりませんが、

スリーブルー計画という非常にすばらしい１つの

政策を持っておられました。青い海、それから紺

碧の空、緑の山と、こういうことで第二阪和国道

の問題についても非常に熱心に論じられました。

稲留市長はちょっと横着なとこがございまして、

私と大げんかをして、私が議長をやめたことがご

ざいます。それは、保育料の値上げの段階の中で
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大激論をやりまして、自分の好きな会派に保育料

の値上げをしますという相談はしたけども、時の

議長には何１つ相談がなかったと。私も四国の生

まれでございまして、ちょっと気が短い方でござ

いますから、そんなんやったら市長に協力できん

ということで、余談でございますけれども、そう

いう経過があります。

その当時から比べますと、今はほんとにこの泉

南市というのは元気がなくなった。私が議員をさ

していただいております昭和４０年、５０年時代

は実にもう、駅前に行きますと、樽井にしろ砂川

にしろ岡田の駅にしろ新家の駅にしろ、紡績工場

に勤める女子従業員の集団で駅があふれるぐらい

の活力があったと。今はもう樽井の駅でも、失礼

ですけども、８時、９時になりますと閑古鳥が鳴

いてるんじゃないかなというような感じもいたし

ます。

そういった意味で、向井市長もちょうど今３期

目ですかな、スタートしたわけでありますが、私

もささやかながら応援をさしていただき、街頭演

説もいたしました。市長の方ではお邪魔になった

かもわかりませんけれども、邪魔なら邪魔と言っ

たらいつでも私は遠慮しますけれども、そういっ

た意味で信頼をして、これからの４年間この泉南

市のかじ取りをするわけであります。

そこで、私は政策面についてちょっとお伺いを

する前に、これは質問とは違うんですが、議長の

方に提言をしておきたいと思うんですが、実は第

２回定例会以降、会期の延長をいたしまして、９、

１０とこの期間をとったわけですね。その間、議

長としては何１つ代表者会議も開けない、全員協

議会も開かない。行政を責める部分も結構ですけ

れども、みずからがやっぱり議長として汗をかい

てほしいなと、そんな思いもありました。ただ、

行ったのは、速達で、東洋クロスに行く人は市役

所に１時半に集まってこい、行かん人は行かん人

で結構ですと、こういうふうな感じでございまし

た。

私は、もっと行政であれ議会であれ、与えられ

た権能というものに対して、誠実実行に事を、責

任を果たしていくということが大事ではないでし

ょうか。この問題は、今議論を２日もかけてやっ



ておる問題は、３月定例会では否決をされた問題

であります。その後、我々として、議会として、

やっぱり議長が最高責任者でありますから、この

問題の解決のためには行政に対して、あるいは地

元商店会連合会に対して、商工会に対して、きち

っとした対応をしていくというのが、私は市民に

対する我々の務めではないかなというふうに思う

わけです。

そういった意味で、何も議長を責めるわけでは

ありませんけれども、議会としてもできるだけ仲

介に入って、お互い腹を割って話し合い、円満な

解決のできるような方法をぜひとってもらいたい

と、私はそう思います。それが議会の役目じゃな

いですか。

そういった意味で、私は議長にお願いをするわ

けでありますが、この私の質問時間はまだちょっ

と１時間ぐらいかかると思うんですが、途中で休

憩してくれるんですか。このままずうっとやるん

ですか。このこともちょっとお伺いしたいんです

けれども、最初に言うとかんと、覚書をとってお

りませんから、忘れるということもありますんで。

○議長（成田政彦君） 休憩はします。

○１６番（島原正嗣君） ありがとうございます。

それでは、これ切るとまた１回目をとられますか

ら、続けます。

ぜひひとつ、私の言ったのは冗談に聞こえるか

もわかりませんけれども、私としては一生懸命、

毎日毎日考えてきょうまで来たわけですから、ぜ

ひひとつ賢明な議長としての判断をお願いをした

いと、お願いしときます。

それと市長、今までも皆さんほとんど私の言い

たいことは議論百出で尽くされたと思います。た

だ私、若干政策についてまず初めに市長の御見解

なり行政の見解を聞きたいと思うんですが、この

泉南市が今まで事業の、先ほど堀口幹事長も言わ

れましたけれども、この積み残された部分の事業

がたくさんございますね。

私の記憶するとこでありますと、砂川駅前の開

発の問題、この問題も当初は、私の勘違いかどう

かわかりませんが、４００億か５００億ほど投資

をして、この駅前開発については間組という大手

の建設会社が入り込んで、当初は意気盛んにスタ
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ートしたわけでありますけれども、その後中座を

して、計画中止あるいは見直しということになっ

てるわけでありますね。これも先ほど堀口議員さ

んがおっしゃったように、やっぱり膨大な調査費

等も入れております。

政治というのは、私は結果責任ではないかと思

うんですね。個人の事業でありますと、これは大

変なことです。この泉南市も、話は飛びますけれ

ども、成願タオル株式会社というのがこの泉州で

は大手のタオル会社で、５０億の負債を出して、

現在民事再生法の申請中であります。堺市にも福

助という１００年に近い歴史と伝統を持つ会社が

あるわけですが、これも倒産をして民事再生法を

現在行ってるところであります。

そのように企業、産業というものは、非常に厳

しい状況の中にある。私は行政というのは、都市

計画を打ち、事業決定をすれば、これはやっぱり

最高責任者である市長がすべて責任を持ってこれ

を統括し、運営をしていくというのが当然ではな

いかと思うんですが、例えば今申し上げました砂

川駅前の当初の計画にしても、失敗――私の立場

からいえば、これは失敗してるというふうに思わ

れますが、いかがお考えですか。

それから、新家駅前の関係ですが、若干、従来

からすれば駅前周辺のロータリーの改善、改革等

なされました。しかし、新家駅前全体の人口層は

だんだん建て売り住宅もふえまして、かなりの乗

客、ＪＲに乗るサラリーマンの方々もふえてまい

りました。また、車の往来も従来と一緒でありま

す。

私も新家に二、三年前から親戚がちょっとでき

ましたんでお邪魔をすることがあるんですが、あ

の中谷病院から新家の踏切を越えてずっと上へ上

がるのに、約１５分、２０分ほどかかるときがあ

りますね。このような車の渋滞、今でも恐らく５

時、あるいは朝晩のサラリーマンの通勤帯には、

ほんとに車でいっぱい混雑しているのではないか

というふうに思います。私は岡田ですから、余り

縄張りを荒らすようなことは申しませんけれども、

考えて、一向にそういう問題が解決されていない。

それから、樽井の駅前もそうでありますけれど

も、これも一定のロータリーは完成をされました



けれども、あの当初の計画、地元商店街を中心に

した改革、改善というものがいまだに十分に対応

されていない。積み残しの部分がございます。

また、岡田浦は駅前といっても一方通行の道で

ございまして、あれはいつから一方通行になった

のか。私の知ってる範囲では、一時は下からも上

に上がれたような感じがするんですけども、明治

以来かわかりませんが、そのままだと。

この４つの駅にいたしましても、非常に違いが

あり、格差がある。私は、都市計画法の関係から

いっても、都市計画税をもらってる、受け取って

る役所からいいましても、やっぱり都市計画とい

うのは公平、公正でなきゃいかん。６万５，０００

市民の生活圏の中における都市計画というものも

きちっと平等に、公正に配慮していくのが今日の

地方自治体のあるべき姿ではないかというふうに

思います。大変私見をはらんで恐縮でございます

けれども、私はそのように思います。

それから、まだほかにもたくさん塩漬けにされ

た土地等もございます。例えば開発公社で買うた

土地が、いまだに不要不急という形の中でも処理

されない部分がたくさんある。しかも、１００数

十億という借金を抱えて、これの処理も全然なさ

れていないという問題もあります。

それから、もう１つは、市民の里の用地も、あ

れは当初、平島市長の時代にこの問題もいろいろ

パンフレットをつくってアピールしたようであり

ますけれども、今市民の里に行くには、乗用車で

走っていくのも、大変道も悪いし、草がぼうぼう

両側に生えて、なかなか行けないという放置の状

態であります。

また、下水道計画にしても、いろんな議員さん

が質問をいたしておりますように、一部では既に

供用開始、地域によっては６０％、７０％のとこ

もありますけれども、まだ全然泉南市６万５，００

０市民の下水道計画の完了、完成日程というもの、

あるいは完成計画というものが一向に明確にされ

ていない。

私も時々、各家庭を訪問するときがあるわけで

すが、うちの地域はいつできますんかなという問

いもあります。ちょっと具体的にはわかりません

と私は御返事をしてるわけでありますが、これも
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時代の流れ、あるいは都市計画の中における下水

道計画、地域に公平な事業を展開することが行政

のあり方ではないかというふうに思います。

そういった意味で、私は非常に積み残されまし

た残事業、これの処理に対してどう考えてるのか

なというふうに思います。

そして、今議論がありますイオン問題について

は、何か大阪府も当時は泉南市に厳しい――大阪

府下の中で９市、非常に厳しい大阪府の指摘がご

ざいまして、５年以内に黒字転換がならない場合

は、一切の支援をしないという新聞報道も一時あ

りました。けど、イオン問題が浮上して特段の配

慮をしてもらった関係上、そういうことは解かれ

たのかどうかちょっとわかりませんけれども、本

市の財政並びに大阪府の財政からいっても、大阪

府も今あれでしょう。４兆の借金があるんですね。

これ、人どころの騒ぎじゃないですよ。太田さん

は何や今度関空にカジノを持ってくるんだという

ようなことも言われておりますけれども、私はこ

ういう府の借金財政の中で、地方自治体が生き残

るためにはどうしたらいいかということもひとつ

考えてほしいなというふうに思います。

確かに、私は従来から申し上げておりますよう

に、この泉南市に企業、産業の来ること、高島屋

であろうとイオンであろうと、私はいいんですよ

と、公害企業は困りますよと。しかし、それはあ

くまでも前提は共存共栄でなくてはならない、こ

ういうことを申し上げておるわけであります。

関西空港もそうですよ。私は、当時この関西空

港、泉州沖空港の位置決定を行うときの空港の委

員長をさしていただきました。今でも記憶がある

わけでありますが、この後ろに小山さんがいらっ

しゃるので、もうそら大変な、夜中の１２時、１

時にかけて問題が発生しました。機動隊は来る、

それから釜ケ崎共闘の方々、全国共闘の反対の方

々がいらっしゃる。ほんとに大変でした。

そういう中で、私は少なくとも関西空港は泉南

市の将来のためになるという視点から賛成をさし

ていただきました。私は、まさにそのことについ

ては間違いなかったと思うわけでありますけれど

も、ただ問題は、共存共栄という視点から見ます

と、余りにも冷たい環境の中にあるのではないか。



私に言わすならば、共損共栄ではないかというふ

うに思えてなりません。だから、このりんくうタ

ウンの問題にいたしましても、空港の拠点地域と

してこのりんくうタウンは国際空港を補てんする

ための産業基盤の土地であるということで、大阪

府は事業を始めたわけであります。

ところが、なかなか企業、産業も来ない。そう

いうことで、今回イオン問題となっておるわけで

ありますが、問題は市長、地方財政法からいいま

しても、このイオン問題は、現在の行政の説明に

よりますと、イオンさんの方は余りこの道路には

こだわらなかった。誘致の条件として、泉南に来

るという条件の１つは、ジャスコですか、ジャス

コの方がかなり強い要請をしたと、こういう御答

弁がございました。私のメモの中にあるわけであ

りますが、もちろんそれは大阪府が一応かんでる

わけであります。

そうしますと、私は市長がたびたびおっしゃっ

てるように、この都市計画道路は２回にわたりま

して計画変更をしたり、決定しました。私も賛成

をしてまいりました１人です。それはそれで結構

ですけれども、一気呵成に性急な事業になります

と、皆さん御指摘されてるように、泉南市の財政

からいって、果たして大丈夫かなというふうな思

いはだれでも持つわけであります。

ただ、常識から考えて、そこまで大阪府も力を

入れ、あるいはイオンさんやジャスコさんの方も

そういうことであれば、これはやっぱりこの経費

については大阪府がほとんど持ってもらえるか、

あるいはもしくは三等分をして、この事業に対す

る費用は分担をした方式をとることが当然ではな

いだろうかというふうに私には思えてなりません。

従来のような、あと何十年か、２０年か３０年

かかかるということでは、年間１億程度の出費で

済むわけでありますが、この問題は今議論されて

るように一遍にやっていくと、こういうことです

から、市長の方も今回一気呵成にやることが泉南

市の得策だと、そういうことはわからんわけでは

ありませんけれども、本市の財政状況からいって、

ちょっと無理があるのではないかなというふうに

思います。無理にはさせないということでありま

す。あれば、もう一度お答えをいただきたいと思
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います。

それと、問題は先ほども議論がありましたよう

に、覚書の問題ですね。覚書というのは、私もい

ろいろ「古事記」を引いたり辞典を引いたりして

るんですが、江戸時代か――縄文時代とか弥生時

代とかそんな時代じゃありませんけども、昔の侍

の間でそういう、ちょっと忘れたらあかんから覚

書ぐらいとっとこうかと、こういうことが１つの

発生らしいんですね。

ですから、市長と太田さんの――ちょっと市長

は怒るかもわかりませんが、市長に余り似てませ

んけども、これは太田さんと市長の顔なんですね。

これが市長です。こっちは太田さんです。ちょっ

とあの人は目がくりくりっとなっちゃあるからね。

これは私、紙芝居の免許証を持ってますんで、ち

ょっとかいてましたんですけどもね。気にくわん

で、後で怒るんやったら怒って結構ですよ。

英語ではメモ、覚書です。忘れないためにと。

これが一般的な日本語の辞典から引きますと、用

語なんですよね。私は、確かに覚書というのも大

事かもわかりませんけど、先ほど堀口さんがおっ

しゃったように、もっと何か確認書とか協定書と

か、警察へ行けば調書というのもあるわけですけ

ど、もっときちっとした、お互いが信頼できるよ

うな形の覚書にならなかったのかどうか。

それは確かに市長と太田知事は信頼関係で結ば

れてるかわからへんけども、市長の命かて１００

年も２００年も、きんさんやぎんさんまで生きる

という保障はありませんよ。こういう私でも、今

コロッといくかもわからへん。太田さんかてわか

らへんですよね。

今、アパートを借りても権利金というものがあ

って、保証人を立てんかいと、こうなってきてる

わね。これはあれですか市長、だれが市長であろ

うと、だれが知事であろうと、この泉南市と約束

したことは間違いなくきちっと守っていくんだと、

こういう保障、市長と太田さんだけのことやった

らわかりますけれども、後に取り残された市民な

り、市長、後知事をやる方々についてのいわゆる

法的な根拠ですね。いわゆる民法上の責任、ある

いは地方公共団体としての公の責任というものに

果たして結びつくことができるのかどうか。知事



がかわって、おれ知らんよと、忘れたと、そんな

もの全然わし知りまへんよという場合もあるでし

ょう。だから、そうした法的拘束力の問題点をど

のようにお考えなのか、お示しを願いたいと思い

ます。

それから、財政のあり方を先ほども若干申しま

したんですけれども、これは従来は大阪府が厳し

い――大阪府下の中では三十三、四市あるわけで

すが、９市ですね、これ。泉大津、泉佐野、四條

畷、寝屋川、貝塚、枚方、交野、それから泉南、

豊中と、この９市なんですが、財政健全化計画を

きちっと出して、そのとおりにしない場合は補助

金も一切出さんと、こういう手厳しい申し入れも

あるわけですね。一体、このことはもう外された

のかどうか、お伺いをしたいと思います。

それから、イオンが２０年か３０年程度おられ

ると、こういうことですけれども、これもやはり

私は行政として大阪府を中にはめて、きちっと３

０年なら３０年、２０年なら２０年、商いをして

もらうというその確認をしておかないと、結局は

商法では、泉南に来たということははっきりして

るんですけども、これ商いにならんと、商売にな

らんという場合は、例えば極端な話、１年、２年

で撤退するかもわからない。これは撤退してはな

らんという法律はないわけでありますから。泉南

市は、いやあこれはもう一気呵成に、いいスーパ

ー産業が来るんだから、道路計画も含めて一挙に

６５億という財政出動をして歓迎だと。そのこと

の整合性ですね。

例えば、イオンが撤退した場合はどのようなペ

ナルティーを科せられていくのか。あるいは、大

阪府がどのような形で補償をしてくれるのかとい

うことも、私はこの場で議論する議員の１人とし

て、大変大切な問題ではないかなというふうに思

っております。だから、仮に３０年、４０年とい

う契約がありましても、これはやっぱり営業です

から、イオンさんにしてもジャスコさんにしても、

商売が成り立たない場合は引き揚げるというのは、

これは営利企業の、これは福祉産業と違うわけで

すから、当然帰りますよ、商売にならんかったら。

それは邪推かもわかりませんけれども、私はそ

こまで今日の企業、産業に対する行政の縛りが必
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要ではないかなというふうに思います。こういっ

た意味で、どのような話をなされたのか、具体的

にお聞かせをいただきたいと思います。

それと、現在言われているのは、特に行政の方

も、イオンが来ることのメリットは、雇用の創出

につながると。実は私の方も連合推薦――上山議

員と私は連合推薦です。いろいろな圧力があった

り、申し入れがあります。特に、私の場合は、Ｕ

Ｉゼンセン同盟という８７万の組織労働者の組織

内人です。そういう組織が進出をして雇用を守ろ

うというのに君は反対してると、おかしいやない

かと。これは私的なことですけれども。そういう

話はあって当然だと思うんですね。

ただ、問題は、私は間接的に伝わった話らしい

んですが、いずれにしても今この泉南市の財政状

況の中で、６５億もの財政出動をしてやることは

問題があるのではないかということに対しての意

見を言ってるんだということなんです。

問題は、私たちもほかの議員さんもそうでしょ

うけれども、そういういろいろな形で悩み、苦し

んでおります。また、岡田地区に帰れば、小売を

やっておる商店会連合会の皆さんも随分親しくし

ていただいております。その方に対しても一定の

礼儀を果たさなきゃならん。

ほんまにこれ、人のことで憎まれなきゃならん

のかなという感じになっておりますけれども、し

かし将来どうなるかという視点からするならば、

私は企業、産業の来ることは、共存共栄という視

点に立ってきちっと整備すれば、必ずその市の将

来に利益が上がるというようにも思っております

が、この共存共栄という１つの前提に立って、ま

ず行政が今日まで、この議会までに――前回３月

定例会では否決されたわけでありますが、この定

例会までに泉南商工会の皆さんとは一定の合意形

成が図られたと。それから、中小商店会連合会の

方々とは話を一方的に聞いただけだと、まだ答え

が行ってないと、こういう話もありますね。

私は本来、これからの地方自治体、地方行政が

なすべきことは、飛び飛びになりますが、これき

のう、おとといの新聞ですが、難波の南街会館、

今度御存じのように建てかえますね。その中に丸

井という衣料品、若者中心の総合繊維メーカーが



入りますね。その中で言われてることは、地元の

関係商業者との協議を中心に調整を図っていくと、

こういうことも書かれております。

現在、難波にはなんばパークスという大きなテ

ナントも計画されまして、そのテナントはほとん

ど詰まってるという話です。私は何もイオンモー

ルやジャスコさんのことを心配する必要もないと

思うんですが、今イオンモールの来るという位置

は、半分は海でしょう。半分だけが山間部に値す

る。そういうことで、果たしてこういう地域との

共存あるいは商業上の競争ができるんだろうかと

いうふうな心配も、勝手ですけれども持っており

ます。

今、議案書にありますように、この予算書にあ

りますように、従来の計画だから仕方がないにし

ても、長野県のあのダム問題もそうでありますが、

今の時代にそう４０メーターも５０メーターもと

いう幅員を持った道路が果たして必要だろうかど

うかというふうにも考える１人です。今ある現状

の、例えばバンドー化学の横にある近道と結んだ

道路、堀整形から下がっております市場岡田線で

すか。私の横にあるあれは樫井西岡田吉見線です

か、３つ立派な、山間部から下におりる道路があ

りますが、それを有効に利用してイオンさんの、

ジャスコさんのお店に入られるような、そういう

考え方も私は持っていいのではないだろうかとい

うふうに思います。

それと、この前、東洋クロスを見せていただき

まして感じたことは、あれ地下というんですか、

地下を通るような形にはならんだろうかと。２０

億も３０億もかければ、十分そのお金で対応でき

るのではないかなというふうに私は思えてなりま

せん。たまたまうちの事務局の職員さんも行って

おりましたから、若い２人の事務局、事務員さん

がいらっしゃいます。ちょうど私の横におりまし

て、どやろかと言ったら、そうですね、いいです

ね、僕が地下のことを言いましたら、これ南ルー

トにしたらどうですかという、笑い話ですけども、

そういう立派な御提言もいただきました。

ぜひひとつ市長、今の計画は計画で仕方ないに

しても、そういういろんな形の視点から道路問題、

イオンもどうせ来るんでしたら、商いが成り立つ
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ような道路計画は必要でありますけれども、私は

今の財政事情からいって、国の方でも高速道路の

見直し、道路網の整備、いろんな改革、改善が叫

ばれてる中であります。そういうような意味では、

もっとやっぱり慎重を期して、あらゆる視点から

物事を判断していくということが大事ではないか

なと思います。

また、話はちょっと変わりますけども、７月４

日に私は読売新聞大阪本社の関西大学学長会議の

中に御招待をいただきまして、この会議の中にち

ょっと傍聴さしていただきました。私の名刺の中

には、総合大学の誘致、泉南市にと、こう書いて

おるわけでありますが、感じたことは、これから

の大学教育のあり方、あるいは大学のあり方とい

うのは、それぞれの持ち味というものを持つ、個

性を持って学生を指導していくことだということ

を言われておりました。したがって、総合的な大

学は１つの時代の終わりだと。それぞれ個性を持

った大学こそ、専門的な教育こそ必要ではないか

という御提言もございました。

私は、確かにそうだと思うんです。問題は、泉

南市は今６万５，０００人。だから６万５，０００は

６万５，０００、堺のような８０万都市は８０万都

市としての顔や人格があるわけです。私は、例え

ば５万の都市でも１００万の都市でも光輝く行政

のやり方は、その執行権者のリーダーの考え方に

よって、その住民の、市民の幸、不幸は決まると

思うんですよね。

大学でもそうです。一番少ない学生を擁してる

大学は５５名。日本全国で大体７００程度の私立、

公立を入れて大学があるようでありますが、一番

大きい学生を擁してるのは日大の１万５，５００人、

こういうことらしいんです。

だから、私は今度りんくうにかける橋自体は一

重であっても、その市民の生活や、そのまちのあ

り方が問われておらないと、問題があるのではな

いかなというふうに思います。そういう意味で、

市長はこの後３年間ですか、まだ残された任期が

あるわけでありますが、そういうことを踏まえて

これらの問題については対応してほしいなという

ふうに思うわけですが、その見解を聞きたいと思

います。



何回も申し上げますが、まだイオンとの正式な

交渉なり話し合いはないと。まだ建築確認が上が

ってないわけでありますから、ないと思いますけ

ども、もっともっと私はそういう話をして、中小

商店会連合会の皆さんや商工会の皆さんと、来た

場合はどうなるんだということまで――来てみな

わからんということなんですけれども、私はこの

ことがまずこの問題の先決事項ではないかなとい

うふうに思っております。したがって、もう一度

このことについてのお答えをいただきたいと思い

ます。

それから、私が言いたいのは、やっぱり行政は

いろんな政策を上げてるわけでありますけれども、

議会に提案するのは、もうこのように書類をまと

めて製本をして、自分たちだけが、役人の手でい

ろいろ議論をされて初めて議会に出していくと。

政策前の相談はいまだかつて一度もなされたこと

はない。これからの時代は、パブリックコメント

という、政策決定に伴う市民の要求や議会の申し

入れをきちっと聞いて政策に生かしていくという

手法が必要であります。私は、そういうことをき

ちっとやらない限り、いつまでたっても円満な議

会と行政の運営はできないのではないかというふ

うに思います。

とりあえず、私はこの問題は泉南市民にとりま

しても、地元商工業者にとりましても、大変大事

な問題ではないかなというように思います。とり

あえず、このことについてお答えをいただきたい。

○議長（成田政彦君） 質疑の途中でありますが、

３時４０分まで休憩します。

午後３時 ３分 休憩

午後３時４２分 再開

○議長（成田政彦君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

島原議員の質疑を続行します。理事者の答弁を

求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 多岐にわたりますので、簡

潔に御答弁申し上げます。

政策という部分でございますけども、砂川駅前

につきましては、当初地域の皆さんの御要望もあ

り、面的整備すなわち再開発手法で整備をしてほ

しいという話がございました。それを一定踏まえ
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まして、再開発として事業が成り立つかどうかと

いう検討をしてまいりました。

検討した当時は、まだ経済が成長していた時代

でございますので、一定大きな計画というのもあ

ったのは事実でございますが、その後バブル崩壊

から、この事業を進めた場合のキーテナントの出

店及び保留床の処分のめどが立たないということ

がありまして、地元の皆さんと協議の結果、行政

がやるいわゆる街路、駅広部分と民間開発の部分

と分けて整備をしようということになりまして、

現在休止ということになっております。

それから、新家駅前の交通関係でございますが、

交通広場は十分ではないにいたしましても一定整

備をいたしました。これは、地区計画制度を活用

して整備したものでございます。

それと、新家駅前の交通の分散化については、

今議会でも上程いたしております市場長慶寺砂川

線の砂川の生コンから砂川樫井線までの間、これ

の整備に今入っておりますので、これが一部完成

いたしますと、一定分散化が可能ではないかとい

うふうに考えております。

樽井駅前につきましては、駅前広場を国体関連

ということで整備をいたしました。今回、信達樽

井線の整備とあわせまして、駅前周辺の道路網が

整備されるということでございます。

西信につきましては、駅前そのものは特に今の

ところ計画はございませんが、御承知のように空

港関連で市場岡田線、それと幻の道路と言われた

中小路岡田樽井線、この２本が整備をされました。

また、田尻町と共同で樫井西岡田吉見線、ちょう

ど議員の横の道路でございますが、これも整備を

いたしました。

こういうことで、当時から比べますと相当道路

交通アクセスが非常によくなったと。これは利便

性はもとより、防災対策あるいは救急対策も含め

て大きく貢献してるというふうに考えております。

それから、市民の里につきましては、確かにあ

のアクセスは十分ではないといたしましても、こ

れも近畿自動車道関連で大口の方から上がる道路

については拡幅整備し、また舗装も完成をいたし

ております。ただ、堀河ダムの方へ抜ける部分に

ついては、御指摘ありましたように林道というこ



とでございまして、幅員は４メーターあるんです

が、一部未舗装の区間がございます。この部分に

つきましては、今後広域農道が入ってまいりまし

て、この市民の里へのアクセス道路としても供用

できるようになりますので、そういう面ではアク

セスの整備、充実が図られると考えております。

下水道につきましては、大阪南部は一番後でス

タートしたわけでございますが、御承知のように、

泉南市はことしの７月で約４０％の普及率。近い

将来５０％を目指して今鋭意事業中でございまし

て、近隣市よりもかなり普及率が高くなっている

ということでございます。

下水道をすべて完成するのにどのぐらいかかる

んかということでございますが、昔は１００年と

言われておりました、一般的にですね。それが、

５０年ぐらいということになり、現在では大体３

０年ぐらいというふうに一般的に言われておりま

す。下水道計画でございますから、当面市街化区

域と、こういうことになります。

それと、信達樽井線を地下、アンダーパスでで

きないのかということでございますが、当然都市

計画決定のときに、構造等についてはオーバーパ

ス、それからアンダーパス――平面はありません

ので、その２点について検討いたした経緯がござ

います。

御承知のようにアンダーの場合は、特に内陸部、

府道を越えますと急激に地形が上がっております

から、アンダーで越えてきた場合は、現道にタッ

チするまで相当長い距離を地下から、そして掘り

割りで上がってこなきゃいけないということにな

ります。

そうなりますと、当然標準幅員は２０メーター

ですが、それだけではまいりませんので、側道部

分をとらなきゃいけませんから、幅員が広くなり

ます。ということは、用地買収幅、あるいは物件

補償等がふえるわけでございまして、トータルと

しましては事業費がやっぱり高くなるという経過

がございます。

それと、地下には泉南市の雨水幹線の計画がご

ざいまして、これは東洋クロスの御協力によって、

起工承諾という形で既に幹線の雨水幹線を海まで

抜いておりますけれども、そういう地下埋設物と
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の関係も出てまいります。

したがって、地形、地物に合った一番合理的な

手法というのはやはりオーバーパスであるという

ことで、それで都市計画の決定をいたしたところ

でございます。

他については、担当より御答弁申し上げます。

○議長（成田政彦君） 神田助役。

○助役（神田経治君） 私の方から、覚書について

お答えをさしていただきます。

市長あるいは知事がかわったらこの覚書は全く

意味をなさないんではないかという御趣旨かと思

いますけれども、本覚書につきましては、きちっ

と大阪府知事齋藤房江という職名と大阪府知事名

の公印が押されてございます。泉南市の方も、同

じく泉南市長向井通彦ということで泉南市長の公

印が押されておりますので、これは組織と組織と

の覚書ということでございますので、両者のいず

れか、あるいは両者が職を辞されたとしても、組

織対組織の覚書でございますので、これについて

は一定のそういう拘束力というものはあるものと

考えてございます。

それから、健全化団体９団体でございますけれ

ども、これについて外されたのかという御質問で

ございますけども、これにつきましては、泉南市

としまして大阪府の方に健全化計画を提出して、

その後この健全化計画を実施しませんよというこ

とは言っておりませんので、引き続き健全化計画

の実施団体ということになってございます。

それから、イオンモールの出店に関しまして、

２０年から３０年、本当にそれが実現、ずっとそ

のままいてるのかという御趣旨でございますけど

も、それについてのペナルティーということでご

ざいますが、これについては、大阪府とイオンモ

ールとの間で本契約時において保証金及び違約金

として賃料の１年間分、約３億円ですね、これを

大阪府の方に保証金、違約金として支払いをされ

るというふうに聞いてございます。

それから、仮にイオンモールが途中で撤退する

ということになれば、原状復帰が原則でございま

すので、もとの更地に戻す必要がございます。上

物の撤去費に聞いておりますのは数億円、地中の

インフラ撤去等に１０数億円の費用がかかるとい



うふうに見込まれておりまして、上物で１００億

以上の投資を行った上に、そうした費用が必要に

なることから、途中撤退の可能性は極めて低いも

のというふうに考えてございます。

それから、市商連、商工会との話し合いでござ

いますけれども、これにつきましては、先ほど来

から市長答弁しておりますように、一定今回商工

会の方から要望書の項目を具体にいただきました

ので、これを中心に我々として具体の検討を進め

てまいりたいと思っております。また、市商連に

つきましても今後とも話し合いの機会を求めてま

いりたいというふうに考えてございます。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） ほかに。答弁漏れはありま

せんか。向井市長。

○市長（向井通彦君） イオンとの共存共栄という

ことでございますが、これはイオン側もそういう

ことを言っておりますし、特に環境問題を含めて、

ＩＳＯの取得を初め、緑化、植樹、それと地域と

の共存共栄と、こういうことを言っております。

これは出店の届け出がまだ出ておりませんので、

その段階でこういった内容についてまた詰めてい

きたいというふうに考えております。

それと、信達樽井線をやることによって費用的

に大丈夫かということにつきましては、先ほど来

から御答弁申し上げておりますように、一定今回

の事業としての１つのフレームの中で対応してい

くということでございまして、その財源内訳等に

ついても一定配慮をいただいておりますので、我

々としてはこの費用スキームでやっていけるとい

うふうに確信をいたしております。

それと、雇用の創出ということで、これも我々

の方からも当然地元雇用ということを申し上げて

おりますけれども、これも営業時間帯によって２

交代になるのか、１交代になるのか、それによっ

てかなり人数が変わってこようかというふうに思

いますが、雇用として我々聞いておりますのは、

大体１，５００人程度の雇用創出があるというふう

にお聞きをいたしております。したがって、今後

とも具体にこれから出店届けが出た場合のいろん

な話し合いの中では、当然地元雇用ということを

配慮いただくようにお願いもしていきたいという
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ふうに考えております。

それと、先ほどちょっと漏れておりましたが、

土地開発公社の……（発言する者あり）静かにし

てください。土地開発公社の関係もございました

けども、現在相当な債務保証をいたしております

けども、今回の事業によって約１７億円ぐらいそ

れが軽減されるということでございますので、金

利負担を含め買い戻し、そして価格の逆ざやの手

当もできると、こういうことでございますんで、

公社の経営から見ても非常に大きな効果があると

いうふうに考えてるところでございます。

○議長（成田政彦君） 島原議員。

○１６番（島原正嗣君） 一通りの回答をいただき

ました。しかし、きょうまで言われた方々に対す

る内容とほとんど変わっておらないわけでありま

すが、１つ、市長のおっしゃった残事業の整理の

関係ですけれども、いろんな社会情勢の変化等々

があって延びてるということにもなっておるよう

でありますけども、じゃ例えば砂川駅前の関係の

修復というんですか、従来からの構想が一応御破

算にされて、再度出直しということになってるん

ですけども、前任者の質問にもお答えになったか

と思いますが、じゃ砂川駅前をきちっとできる年

度のめどはいつになるのかですね。そこら辺につ

いてのお考えを明らかにしていただきたい。

それから、新家駅前の問題も、もう皆さんおっ

しゃってるように、これ１回泉南市とＪＲとの間

であの混雑について今日までどのような話し合い

がなされているのか、年間どれぐらいの回数でこ

の交通停滞なり駅前の関係で御相談なされてるの

か、大阪府も含めて今まで何回なされたのか、お

答えをいただきたいと思います。市の考え方とし

ては、あの交通停滞の解消を最終的にどのように

お考えなのか。そのこともあわせてお答えをいた

だきたい。

それと、樽井駅前ですけれども、これも計画が

立ってから随分久しいわけでありますが、私の認

識では、町会議員、市会議員当時は、あの樽井駅

前商店街を中心に拡幅すると、こういう喜納さん

や上林さん、それから浅羽さんですか、そういう

時代にはあったわけでありますが、一向にあの駅

前等の商店街通りは改善をされてない。



今、市長おっしゃったように、ロータリーの関

係は修復され、立派になっておりますけれども、

あのままではほんとに樽井の発展に、駅前中心に

発展できるという環境ではないでしょう。ある意

味では。しり切れトンボみたいになって、ある面

まではきちっといってるけども、ある面について

はまだ未整備やと。こんなまちの形態というのは、

面整備というのはあるだろうかというふうに私は

思うわけですね。

もっともっと積極的に、地権者というんですか、

所有者がどないなってるかわかりませんけれども、

もっと樽井駅前もきちっとしてあげることが、あ

の自動車学校の問題等も含めて、じゃ将来どのよ

うに考えてるのかと。市としてのこの取り組みに

ついて、もっとわかりやすく市民にも説明をする

責任が私はあるのではないかなというふうに思い

ます。

それから、大変恐縮ですけど、あの道の信達樽

井線の問題ですが、この前東洋クロスに行きまし

てちょっと見ますと、道というのは、確かにスポ

ンと真っすぐな道を抜くことが一番効率的で便利

で、利便性もいいわけですけれども、何もちょっ

とぐらい樽井の駅寄りに曲がっても、私としては

十分イオンのお店に行ける、泉南市民６万５，００

０ですから、十分対応できるのではないかなとい

うような気がしてならんわけですよ。だから、も

っともっと行政はそこらあたりの研究、検討をし

ていただいて、再検討していただきたいなと思い

ます。今回の補正予算の中に調査費なり委託費が

入ってるわけでありますけれども、ただその１点

に限った形ではなしに、樽井周辺の全体の道路交

通網のあり方というものについても一考を要して

ほしいなというふうに思います。

それと、岡田だけがほんとにほったらかしみた

いな感じになって、公園もありませんな、これ。

墓地もああいう形で、岡田区あるいは西信地区の

４区長の方からずっと前改善要望が出ております。

私たちも地域の議員として署名したわけでありま

すが、公園もない。牧野公園は立派なのができた

というような御指摘もありましたけども。西信達

だけでも６，５００人程度の市民がいてますね。

そういうことからして、先ほど申し上げました
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ように、行政のやることがほんとに都市計画事業

でも各地域、地域において公正にやられてるのか

どうか。ある意味では財産区の問題もありますか

ら、お金のある樽井のような立派な区については、

そら自前でやるだけの財政力があるわけですから

やるでしょうけども、西信達のように財産区のな

い形の地域の都市計画といいますか、あり方につ

いても一考を要するのではないかなというふうに

私は思いますよ。

例えば、今、南海地震とか東海地震というよう

なことが言われておりますけども、西信達の場合

なんかはもう逃げるとこがあれへんですよ。樫井

川を渡って岡田の小学校まで来るいうたら、もう

その途中で皆いかれてしまいますよ。樫井川にし

てもそうですよ。二、三年前にワーストワンで二

級河川で日本一悪いと、こういう指摘がありまし

たな。この前、ダイオキシンでまたもとに返って

ると、こういう指摘もありますね。

この前も言いましたが、太田知事は阪神が優勝

したら道頓堀川を掃除すると。この前も何か阪神

の応援に行って六甲おろしを歌ったようでありま

すけれども、これ助役さん、あんた大阪府から来

て、一回太田さんに言うておくんなはれよ。我々、

少なくとも宣伝カーに乗って太田知事を支援した

１人ですよ。立派な知事やと。立派かどうか今は

わかりませんけども、華やかなところには行って、

道頓堀川を掃除するとか、相撲の賞品を渡してく

れいうて気違いみたいなことを言ってるし、そん

な知事はありませんよ。

言うてくださいよ、あんた大阪府から来られて、

わしが言うちゃあったって。どんな人かなあて、

そら忘れてるかもわかれへん。けども、私は知事

としてはやっぱり川を大事にし、男里川にしろ樫

井川にしろ、やっぱりワーストワンとかワースト

ツーとか言われたら、知事が現場に立つことが、

原点に立つことが行政の責任と違いますか。何万

人も集めて、甲子園に行って、大阪府の知事です

とあいさつすることも大事かもわからんけども、

政治というのは、やっぱり社会の谷間で苦しんで

る人を助けるのが政治じゃないですか。

私は何も樫井川にタマちゃんをよこせとか、男

里川にタマちゃん、金熊寺川にタマちゃんを泳が



すような川をつくれと言ってるんじゃないですよ。

ごく自然の中で市民の生活するような環境をつく

ることが当然でしょう。

僕は、そういうような意味におきまして、やっ

ぱり西信達の全体の環境面からしても、駅前の問

題からしても、私は重要な、重大な問題があると。

ほんまに虐げられていると。いまだに議会のたび

に指摘されているにおいの問題、悪臭の問題でも、

解決されていないじゃないですか。

泉南には立派な府会議員さんもおるでしょう。

国会議員さんもおるんですよ。だから、その問題

を通して、これは何年かかってるんですか、あの

悪臭だって、地域の整備にしたって。そういうこ

との解決をできないようなことで、こういうこと

に一遍に経費を、税金をつぎ込むということは問

題があるということを言ってるんですよ。

私、手をたたいてもらうために言うてるんじゃ

ないですけども、集会場とか学校の雨漏りとか、

あるいは学校の便所とか、公共施設とか、そうい

うものにもっともっと公金を使うことが私は当然

ではないかと思いますよ。

いずれにしても、立派な橋をつくって、立派な

お店をつくっていくことも大事ですけれども、も

っともっと泉南には考えなきゃならないまちの文

化というもの、泉南は文化不毛の地と言われてま

すよ。大学がありますか。文化に対する何か施設

ありますか。国際都市と言われながら、何１つな

いでしょう。あるのはネズミの研究室とか、今言

われたようなさまざまな施設はありますよ。あり

ますけども、ほんとに世界の皆さんが泉南に来て、

ウエルカムと言えるようなまちの状況になってま

っか。なってないでしょう。

朝起きたらにおいがする。河川には、川には草

いっぱい生えてる。あの樫井川でも、大阪府は約

束したんですよ。御存じないですか。ちゃんとあ

の樫井川は国際空港、外国人が上から飛行機に乗

って見て、樫井川は花いっぱいになってるなとい

うような立派な川にしますと、そういう答えを持

ってきてるんですよ。私はちゃんと書類あります

けども、僕の空港委員長時分に。１回植えただけ

ですよ、あんなもん。あれも花やら草やらわから

へんが、あんなもの。樫井川、１回水につかって
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バーッと流れて、そのままほったらかしでんがい

な。

そらまあ、一級河川と二級河川の違いはありま

すけれどもね。二級河川も別に大阪府でなしに地

方自治体、市町村にもその権限を任すということ

になっとるわけでありますから、何といったって

２つの河川、あるいは金熊寺川も含めて、紺谷川

も含めて、こういうことにもやっぱり心を配る必

要があるんじゃないですか。

今、市役所に例えば道を直してくれ、あるいは

溝にふたをしてくれと言っても、やっぱり相当の

時間かかってますよ。それはなぜかといったら、

財政がないからです。そういう職場の担当者はお

っしゃいます。そういうように、無理は言われへ

んわけですよ。私は、するべきことはそういう小

さなことに心配りをして、原点を、現地を見ると。

○議長（成田政彦君） 質問者は質疑をしてくださ

い、質疑を。

○１６番（島原正嗣君） こういうことが大事じゃ

ないですか。私はそう思いますよ。

市長は選挙公約にハートフル泉南と、これがあ

んたの公約ですよ。心のある政治ということでし

ょう、ある意味では。僕は、もっともっと三役中

心に現場に立ち返ってほしいなと思いますよ。違

いますか。私は頼りないとこもありますけれども、

もっともっと行政というのは、市民が言ってくる

前に、みずからのまちがどうであるかという検証

を１回やってほしいと、このように思います。

それと、雇用の創出の関係もお答えをいただい

たんですけども、結果としては来てみなわからん

と、こういうことでしょう。これは私の労働組合

関係からもらったイオンモール関係、イオン関係

の――ジャスコも含めてですけども、大体関連会

社が２１あります。こちらに来られるイオンにし

ても、何千人も従業員はいてまへん。わずか１０

０人か２００人でしょう、本社を含めて、本採用

の者は。パートとかアルバイトとかたくさんおる

ようですけれども。

したがって、最初行政が言われたことは、１，５

００人から２，０００人の雇用がありますよと、こ

ういう言い方をしているわけでしょう。これもた

だ口頭、口先だけの回答ではなしに、もっとイオ



ンモールなり関係者と相談をして、地元雇用は最

終的にどうなるんだということぐらいの確認はす

るべきでしょう。

関西空港でもそうですよ。関西空港が来たら１

万人の雇用がありますと。確かに、全体ではある

でしょう。けど、泉南市で何人行ってますんか、

これ、ある意味では。我々の行ったのは、関西空

港の中で警備してる、出国したり、入ってきたり

する場合には検査してる。警備関係ですかね、あ

れ。あれも空港関連の定年になった方々の会社を

つくって、天下りの会社をつくってやってるだけ

のことですよ。何１つその中に――まあ、そりゃ

１人か２人は行ってるかわかりませんよ。けども、

全体の雇用の創出にはつながってないです、ある

意味では。行ってるのは給食関係の会社とか、そ

ういうとこにほとんどですよ。

まあまあ、駐車場は議会の強い要請によってい

まだに確保されてるようでありますけれども、あ

れも本来５，０００台とめられる平面の駐車場とし

て、関西空港の中の駐車場として２市１町に渡す

と、こういう大阪府の回答でしたんですよ。とこ

ろが、土地がある意味で狭隘なために、ビルの中

に駐車場をつくるからそれで辛抱してくれと、こ

ういうことになってるんですよ。

だから、私はこのイオンモールの雇用創出の問

題についても、大体本採用でこれぐらいと、泉南

市からこれぐらいだという話し合いぐらいは、ま

あそらまだ本協定結んでおらないようであります

が、そういう話し合いはできないのかどうか。来

てみて、初めて開店して、何人ぐらい入れるとい

うことしか見当つかんわけですか。

けども、私は、このイオンモールのこの会社関

係はほとんどテナントで占められると思うんです

よね。ですから、直接雇用されるイオンの従業員

というのは少ないのではないかなというふうに思

うんですが、そこらあたりの雇用創出についての

分析はどのようになされてるのか。今日までイオ

ンとこの雇用創出の問題についてお話をされたの

かどうかです。どういう結果になったのか、この

ことも含めて御答弁をいただきたいと思います。

それから助役さん、覚書の問題ですけれども、

確かに立派な知事さんなり市長さんなりいらっし
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ゃるわけですから、お互い確認した事項について

は尊重し合うというのは、これは当然のことです

よね。２０年も３０年も、市長にしたって今６０

代ぐらいやと思うんやけども、３０足したら９０

ですよ。私らでも、もう１００歳になってますよ。

そういう夢みたいな――ほんとの夢やったら、そ

らよろしいで。現実にそぐわない、法的拘束力が

どういうことなんですか。ありますか、ないのか。

ある意味では、もう１０年たったら時効と言うか

もわからへん。知事がかわったら、こんなもん時

効ですよと言われたらしまいでしょう。

信頼をしないとか、するとかいう以前の問題で

すよ、これ。ちょっと、これあんた軽率と違いま

んのか。こんなもの、あんた、場合によったら不

渡り手形にならないとも限らんですよね。大阪府

は泉南市だけの自治体を担ってるんじゃないです

よ。３３市、３４市の全体の地方自治体に公正な、

赤字再建団体になる場合は、政策があるんやった

ら政策を施すことが当然でしょう。イオンモール

が来てるから、泉南市は受けてるんやから、その

分だけ、よう議長もおっしゃる特段の配慮をほん

とにしてくれるんですか。

私は、その当時の知事や大阪府の役人は、そん

なことしないと思いますよ。それが常識でしょう。

ただ、精神論だけを書いてるだけでしょう、覚書

というのは。しかも、甲は――甲が大阪府ですか、

乙が泉南市になってると思うんですが、その事業

は全部大阪府が、お金は泉南市が出しなさいと、

乙が出しなさいと。事業の進捗については大阪府

が全部やりますと。これは丸投げですよ、これ。

丸投げというやつや、こういうやり方は。主体性

も地方分権もないじゃないですか。

議長、あんた、こんなことでおまえ、あれかえ、

議長としての見解も示さんと、こんな丸投げ行政

がありますか、日本のどこの国に。

自分とこの世帯でようやらん仕事をほかに一括

丸投げですよ、これ。ちょっとこれ、泉南の歴史

と伝統に問題ありと違いますか。少なくとも泉南

市の職員に勉強さして、このかわら１枚幾らする

んだと、このれんが１枚幾らするんだと。わから

んかったら日曜大工売ってるような問屋へ行って

調べたらよろしいがいな。



そういう自分とこの職員に、役人に、幹部に勉

強もさせず、そうでっか、大阪府がやってくれる

け、銭だけうちは出しましょうと。今どきそんな

ん、世界探したってこんなんやってるような行政

ないですよ。

そこまでするんやったら、もう大阪府にいっそ

のことやっていただいて、指導研修受けたらよろ

しいがな。あなた、議長、そう思いまへんか。わ

しの言うてるの間違うてるけ、議長よ。こんなこ

として、議会がよろしゅうございますいうて言え

まっか。議会はチェック機関ですよ。（発言する

者あり）

○議長（成田政彦君） 静粛に。

○１６番（島原正嗣君） まあまあ、そんな静粛に

やて、３回や１回や言うだけが議長のあれでもな

いし、豆腐やコンニャクやったら１回で切れるけ

ども、こんな難しい行政の課題をみんなお互いに

苦労して発言したり、勉強したりしてるんですよ。

しようもないような言い方、そらあんたら役人に

したら、あのあほは何年議員してんやと。同じよ

うなことを毎回毎回言うてという腹づもりがある

かわからへんけども、悪いことは悪いと、何年た

ってもいいことはいいと言えるのが民主主義でし

ょう。議会がチェックせなあかんですよ、こんな

もん。何で丸投げするんですか。そうするんやっ

たら、日本全国から募集しなさいよ、そういう調

査機関を。今の予算の半分でやってやるという業

者も出てくるかもわかりませんよ。全く談合やな

いですか、こんなやり方は。

だから、僕が言ってるのは、地方財政法にも問

題があるし、大阪府もやるんやったら、それだけ

誘致してるわけやから、大阪府にやってもろたら

どうですかと。何で泉南市が金だけ出して、東洋

クロスの補償金とか、道路の設計とか、何で大阪

府にやってもらわなあかんのでっか。市長ができ

るでしょう、あんたいろんな免許証を持ってるん

やから。違うけ。わしは議長、そう思うで。あん

た下からバッとにらみつけてるけどよ。

これはもう市民が聞いて、ちょっとおかしいの

と違うかと言いまっせ、こんな事業の進捗を我々

が検討する段階でもっともっと慎重に検討しない

と、笑われまっせ、そんなもん。そのことも含め
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て、私は明快に御答弁をしていただきたいなと。

もう１つは、残事業の中で泉南聖苑の計画であ

りますけれども、これもある地域においては、非

常に将来的な問題もありまして、困っておるとこ

もあります。それは例えば西信地域です。西信は

御存じのように、この前、現在ある火葬場の横に

１，０００基ほど墓場をつくりました。ほとんども

う売れてるらしいんですけども、まだ若干ふやし

てほしいと、ふやさなきゃいかんというような状

況になってるようです。その横に火葬場があるわ

けですね。

私は一般質問でもお聞きをしましたように、か

なりもう老朽化してるわけですよ。補修をすると

いうお答えがあったんですけれども、この問題も

結局、泉南市が当初計画したその火葬場、泉南聖

苑の将来的な計画との関連があるわけですから、

もうできなきゃできんと、できるんやったらいつ

できるんやということをきちっとしてあげないと、

地域としては困るわけでありまして、このことも

間違いなく何年度までには完成をし、供用開始を

行いますということぐらいの御答弁はいただきた

いと思います。

問題は、私が何回も申し上げておりますように、

私は今までこんなことを言ったことないんですけ

ども、やっぱり１つの株式会社とか１つの有限会

社とかいうものの方が、もっときちっと私はいろ

んな事業に対しての結末というものを合理性を持

ってやってると思うんです。

役所の場合は、余りやかましく言う人もおりま

せんから、ただ状況の変化だという説明だけで我

々も納得してきました。けども、今日このような

地方分権とか、国の財政にしても大阪府の財政に

しても厳しい中で、たとえ１００万円の歳出につ

いてもお互いがチェックをして、最善の方向で税

金が使えるように、みんなが協力して、みんなが

考えたらいいんじゃないですか。

この問題でも、何回も私が申し上げますように、

本来話をしておかなきゃならんとこに話がついて

いないからこのような状況になってくるんですよ。

市の幹部と商店会連合会や商工会の皆さんと、何

日かかっても話をしたらどうですか。

例えば、泉南の市営３団地の問題も長い間、あ



れは裁判という法廷の上での争いがありました。

その当時のうちの角谷議長、副議長にもお願いを

して中に入っていただいて、今やっと平和的なと

いうんですか、和解が成立をしたようであります

が、そういうこともあるわけでありますから、い

ずれにしても泉南市民が憎しみ合い、お互い批判

し合っては、これはだめなんですよ。

もっともっと胸襟を開いて、市長は市長なりの

考えもあるでしょう。悩みもあるでしょう。しか

し、業者は業者としての考え方があるわけです。

市民は市民としての立場があるんです。それを尊

重するのがあなた方の責任ですよ。お役人ですよ、

あんたらは。

そういった意味で、私はもう一度お聞きします

けれども、この商店会連合会なり、この議会が終

わったら話すということですけれども、話しては

遅い部分もありますし、この問題が決まってから

いけるとこもあるでしょう。けども、やっぱりも

っと事前に調整をして、合意形成を図ってほしい

なというような思いを私はしておるわけです。

それと、もう１つはまた財政のことに戻ります

けれども、本市の場合はバランスシートもきちっ

と持ってるようでありますが、問題はプライマリ

ー・バランスの問題をお聞きしたいと思うんです

ね。いわゆる出と入の関係を、これはうちの場合

はどういう比較対照にして財政を組まれておるの

かですね。

例えば、私は町会議員時分にも――この庁舎は

何年に建てましたかね。僕が議員になったときは

まだ信達の、今、幼稚園のとこに議会がありまし

て、あの講堂で机を並べて議会を開きました。あ

と、上林さん時代にこの庁舎ができたわけですけ

れども、それ以後、この庁舎ができたときは人口

３万そこそこでした。今は６万５，０００ですよ。

ある意味では、市の職員さんかて、福祉なんか

へ行ったら体と体がへばりついて、仕事をするの

に非常に困難な状態の場所もあります。我々は、

このままではもうだめだと。人口がどうせ５万、

６万になるんだからということで、庁舎建設基金

というものを積み立ててまいりました。それがも

う今、現状ではほとんどない、取り崩されてる。

合併の問題もありますけれども、このままの庁

－３４６－

舎で果たして市のシンボルとして言えるかどうか。

私は、立派な庁舎を建てろとは言いませんけれど

も、市職員がほんとに自分の職業を達成するため

には、もっと職場環境も改善してやるというシス

テムをとらなきゃだめでしょう。

それと、もう１つは、この機会に議員の定数も

減らすということで、私たちの会派から提案理由

の説明をするようになっております。市の職員も、

どなたかおっしゃったように、北出議員さんがお

っしゃったかわかりませんが、やっぱりある程度

合理化をしていく。今、ほとんど７００人ほどお

るわけでしょう。７００人いうたら、１００人に

１人以上の市職員を置いてるんですね。

埼玉県かどこかちょっと忘れましたけれども、

知多市とか何とかいうとこがあるんですが、あそ

こは５５０人おった一般職員を３００人に減らし

たと。あと、残りの部分については、そのまち、

その市の市民の人を中心にパートとか母子家庭と

か、そういう方々、もちろん青年、若い人たちも

入ってるようでありますが、それで補充して、そ

の市長はその市の運営をやってると、こういうこ

ともあります。

けども、もっともっと市職員の定数についても

真剣に私は考えていく必要があるのではないか。

清掃事務組合の関係も先ほど議題に出ておりまし

たけれども、現業部門から事務部門に移す場合の

法律上の問題もあるでしょう。けども、今日はお

互いが汗を流して、血を流すぐらいの覚悟でやら

なきゃならん。

議員の歳費にしてもそうですよ。現在、５０万

円もらってます。１カ月市役所へ来なくても５０

万円は入ります。年間２００万のボーナスがあり

ます。１年間６０万の調査費があります。行政も

職員も賃金カットしております。議会も恐らく議

長、こうしたことにも耳を傾けて、その時代に合

った、そして大阪府下の中でも、現状の交野市な

んかは歳費を減らしてるというとこもあるわけで

ありますから、そういうことも含めて、我々も反

省をしながら行政と協調していきたいと思います

けれども、やらなきゃならんことは、まず市長が

中心になって現在の行政改革をどうするのか。

ある市民が言うてましたよ。いっこも人余り減



ってまへんなと。その割にいろいろな機器や、例

えばコンピューターとかインターネットとか、そ

んなものの機械がようけ入ってまんがなと。一般

の会社なら、今までそろばん勘定したやつをコン

ピューター入れたら、１０人おったやつを３人に

しますと、そういうことをやってまっせと。目に

見えた改革、合理化をやってまっせという意見も

ありますよ。私は、もっともっとそういうとこに

も配慮して、目配りをして、公正な行政運営がで

きるような最善の措置をとることは当然じゃない

ですか。僕はそう思います。

たくさん申し上げましたけれども、ぜひひとつ

今申し上げましたことについての御回答をいただ

きたいと思います。

〔和気 豊君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（成田政彦君） 和気議員。

○１９番（和気 豊君） 今の質疑を聞いておりま

して、これ議会全体のあり方にかかわる問題とい

うことで、その長たる議長に幾つかの質問があっ

たように思うんです。けさほど私も議長に議事録

の提出を議長から求めてほしいと、こういうこと

でお願いもいたしました。それに対して議長は、

何らお答えになっておらないという問題が１つあ

ります。これは議事進行上、やはりきっちりと議

長に質問を求めているわけですから、けりをつけ

ていただきたいと、こういう大事なときですから。

それと、もう１つは、市商連の皆さんの要望で

すね。これに対して、私はまだ答えは出ていない

と。事後ではない、生存にかかわる問題として、

事前に十分な話し合いをしてほしい。なぜ、この

話し合いが事前にできないのか。なぜ、事を急ぐ

のか。こういうことについては全くよくわからな

い。

こういう問題についてもひとつ、これは議会全

体の対応にかかわる問題ですから、これは議長の

ひとつ判断をはっきり求めたいなと。これも質問

の中にありましたから、私は関連でひとつ議長の

姿勢を問う問題だと。議会のあり方、それをひっ

くるめて議長のあり方が問われる問題だというこ

とで、当然態度を鮮明にしていただかなければな

らないということで、ひとつお願いをしたいと思

います。

－３４７－

○議長（成田政彦君） 本日の会議時間は、議事の

都合によりあらかじめこれを延長します。

休憩します。

午後 ４時２９分 休憩

午後１０時２５分 流会（会期切れに

よる自然閉会）

（了）
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